
後
漢
光
武
帝
の
封
南
…
旬
奴
策
に
就
て

　
上
篇
　
　
旬
奴
分
裂
以
前
の
後
漢
・
旬
奴
の
交
渉

内

田

吟
　
　
風

　
　
　
　
　
　
　
　
剛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
後
漢
光
武
皇
帝
の
唐
朝
復
興
、
國
内
一
統
の
大
業
が
完
成
し
て
聞
も
な
い
建
武
二
十
四
年
（
窃
》
．
U
●
）
義
母
は
内
証
の

た
め
に
再
び
南
北
に
分
裂
し
、
南
部
の
倉
長
右
下
”
腱
日
量
正
比
は
嘗
て
前
漢
と
親
善
で
其
の
保
護
を
受
け
た
組
置
呼
韓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

邪
に
因
む
で
自
ら
も
復
た
呼
韓
邪
軍
子
と
辮
し
、
部
衆
を
峯
み
て
五
原
零
下
（
二
五
原
落
籍
楡
野
掛
、
穂
五
原
塞
。
今
鞍
蓮
茅
原
上
地
）
に
至
っ
て
後
漢
に

騰
厩
せ
ん
こ
と
を
乞
う
た
。
此
の
時
光
武
帝
は
多
く
の
朝
臣
燈
の
反
樹
を
斥
け
、
濁
り
歌
國
の
議
を
納
れ
て
蹄
鷹
を
許

し
是
を
雲
史
響
羅
翻
義
講
説
中
）
轟
き
、
後
言
に
塞
内
の
西
河
美
選
金
融
鑛
懸
膿
）
に
移
し
住
は
し
め
た
。

　
此
の
光
武
帝
の
行
っ
た
南
飼
奴
蹄
薦
許
可
、
塞
内
廃
滅
が
極
め
て
重
大
な
結
果
を
生
ん
だ
こ
と
は
周
知
の
事
實
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
帥
ち
後
漢
書
下
旬
議
案
の
駿
論
に
も
見
ら
れ
る
如
く
、
後
漢
は
是
に
依
っ
て
北
邊
の
安
寧
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

後
漢
の
懐
柔
と
威
纒
と
に
依
っ
て
こ
れ
等
塞
内
に
移
徒
せ
ら
れ
た
南
飼
奴
は
再
び
北
下
し
て
北
旬
奴
に
合
一
す
る
こ
と

も
無
く
、
後
漢
の
爲
に
強
固
な
北
方
の
藩
屏
と
な
り
、
北
飼
奴
は
南
忍
冬
並
に
烏
議
事
卑
の
攻
掠
に
加
ふ
る
に
連
年
の

　
　
　
　
後
瀧
光
武
帝
の
勤
南
飼
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
鮫
號
　
　
五
入
篭
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後
漢
高
峯
奮
の
欝
南
飼
桶
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箪
十
七
巻
　
第
四
號
　
　
五
入
二

鰻
旱
に
次
第
に
嚢
へ
途
に
明
和
爾
帝
の
北
征
に
着
り
殆
ど
潰
滅
を
告
ぐ
る
に
至
つ
元
の
で
あ
る
。

　
丁
霊
、
　
丁
方
此
の
南
旬
奴
の
内
灘
こ
そ
二
百
五
手
年
の
後
、
江
北
の
支
那
民
族
を
塗
淡
の
苦
に
陥
漁
れ
た
五
胡
十
六
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
大
織
を
招
致
し
た
最
大
原
因
の
一
に
外
な
ら
鎗
。
次
に
掲
げ
る
鰐
博
士
備
論
の
一
文
は
最
も
簡
明
に
之
を
薔
ひ
表
は

し
て
居
る
。

　
昔
者
孝
宣
乗
翻
転
擾
撃
三
階
之
威
、
令
鰻
飯
干
内
雪
、
始
絡
呼
早
生
之
朝
〔
榊
〕
（
元
亀
臨
）
罷
備
塞
宣
示
之
大
利
、
元
帝

　
錐
報
謝
焉
、
慮
是
導
入
亦
浸
而
南
顧
、
漢
亦
甚
慌
其
影
響
不
知
郷
也
、
世
語
因
霞
逐
之
至
、
法
官
南
庭
至
難
納
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
精
転
居
之
西
河
美
稜
、
而
其
上
部
因
途
屯
常
北
地
軸
方
五
苦
代
郡
雲
中
葉
裏
雁
門
之
七
郡
而
河
西
之
地
夏
痩
彼
有
、
加

　
徒
叛
莞
姦
悪
三
輔
、
魏
武
復
大
徒
武
都
之
氏
、
以
實
…
關
畿
、
用
禦
蜀
冠
、
而
飼
奴
五
部
皆
居
滑
督
、
蒲
近
在
肘
腋
突
、

馨
糞
垂
震
篶
墨
隈
灘
幾
而
語
意
石
辮
型
癖
上
蕊
〕
量
兀
海
福
・
葬

　
雍
之
衆
乗
時
起
、
霞
長
潅
之
北
、
無
晋
土
、
而
爲
戦
憾
者
幾
二
百
年
、
土
量
登
於
遽
塁
壁
毒
淡
者
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

顧
炎
武
が
日
知
鋒
憲
二
十
九
徒
戎
に
論
ず
る
慮
亦
同
じ
。

　
既
に
二
世
顯
宗
孝
明
帝
の
代
に
、
給
事
中
鄭
衆
は
、

　
南
軍
干
久
居
漢
地
、
具
知
形
勢
、
萬
分
離
析
旋
爲
邊
害
、
今
幸
有
度
遼
之
衆
云
々
。

　
　
⑨

と
上
疏
し
、
南
旬
奴
の
極
内
居
住
を
危
険
馴
し
て
み
る
が
、
後
漢
の
中
期
以
後
早
く
も
南
旬
奴
の
紛
鼠
頻
う
に
し
て
、

朝
廷
は
其
の
反
眸
の
防
墜
に
は
困
難
を
極
め
た
の
で
あ
る
。
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⑩

　
鷲
谷
に
於
て
は
五
胡
の
織
の
．
叙
す
る
に
前
ん
じ
、
江
統
は
徒
三
論
を
作
っ
て
夷
秋
の
塞
面
輔
往
を
禁
ず
可
し
と
論
じ

た
が
、
督
の
武
帝
は
途
に
之
を
断
行
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
之
を
後
世
の
類
例
に
求
め
る
に
、
唐
の
太
宗
は
、
將
重
重
靖
の
曾
遊
頗
利
を
敗
っ
て
其
部
落
多
く
來
降
す
る
に
二
っ

て
、
中
書
倉
温
彦
博
の
議
を
用
ひ
、
之
を
北
西
塞
虚
の
地
方
に
懐
き
以
て
唐
の
桿
蔽
と
爲
さ
ん
と
し
た
Q
此
の
時
、
秘
書

監
魏
徴
は
此
の
南
旬
奴
の
齎
し
た
為
る
置
き
結
果
を
曲
げ
て
固
く
諌
め
た
に
拘
ら
す
、
途
に
太
宗
は
給
事
静
掻
楚
客
等

の
進
言
を
是
と
し
、
彦
博
の
策
を
底
ひ
て
之
を
幽
州
よ
り
盤
州
の
聞
に
急
い
た
。
爲
に
後
年
阿
不
全
結
癒
の
観
黙
る

や
、
箭
張
殿
に
及
ぶ
と
云
ふ
程
の
鍵
事
を
招
け
る
事
は
蘇
蜜
書
太
宗
紀
、
魏
徴
蔵
並
に
甲
立
政
要
怒
九
、
安
邊
第
三
十

六
及
び
新
回
書
突
厭
傳
上
其
他
に
詳
か
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
要
之
、
光
武
の
南
飼
面
内
徒
は
、
之
を
蝉
蔽
と
し
て
後
漢
一
代
を
絡
へ
て
叛
逆
あ
ら
し
め
す
、
爲
に
大
膿
に
於
て
北

邊
翼
然
尖
と
錐
、
而
も
之
即
ち
河
南
に
凶
夢
を
養
ひ
自
ら
患
を
遺
せ
し
も
の
、
所
謂
翌
秋
観
華
幾
二
百
年
の
渦
を
導
け

る
は
實
に
明
白
疑
ひ
得
ざ
る
慮
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
光
武
の
南
蛮
奴
政
策
は
漢
・
旬
爾
民
族
交
渉
史
に
一
轄
換
期
を
輿
へ
、
支
那
北
方
民
族
史
に
重
大
な
意
義

を
有
す
る
。

　
然
ら
ば
如
何
な
る
狸
由
を
以
て
、
鍔
又
如
何
な
る
駿
勢
の
下
に
、
光
武
は
如
此
重
大
結
果
を
生
め
る
旬
奴
政
策
を
選

ん
だ
か
。
’

　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
獅
薦
飼
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
闘
號
　
　
五
入
三



　
　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
野
南
御
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
四
號
　
　
五
入
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
侯
癒
は
既
に
前
漢
常
春
の
代
に
、
旬
奴
を
北
邊
に
居
住
せ
し
む
る
の
不
可
を
詳
論
し
て
み
る
。
而
も
光
武
帝
を
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
し
た
と
言
ふ
五
官
申
郎
特
歌
國
の
議
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
臣
以
爲
宜
如
孝
宣
故
事
夢
之
、
倉
東
諸
鮮
卑
、
野
瀬
飼
奴
、
率
属
四
夷
、
完
復
路
郡
、
使
塞
下
無
憂
開
欝
欝
、
萬
世

　
、
・
、
、
⑫

　
有
寧
之
策
也
Q

と
あ
る
で
は
な
い
か
Q
然
し
又
、
後
漢
安
帝
に
裳
安
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
光
武
昭
懐
南
虜
、
非
謂
可
永
安
内
地
、
正
以
権
時
之
算
、
可
羅
拝
最
北
欲
故
也
、
今
論
証
既
定
、
宜
倉
南
輩
子
反
庭

　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
上
奏
し
て
居
る
。
光
武
の
意
圖
は
果
し
て
如
何
で
あ
っ
た
か
。

　
本
論
の
目
的
も
實
に
主
と
し
て
此
の
鮎
を
明
か
に
す
る
に
あ
っ
て
．
光
武
帝
の
飼
閣
内
徒
を
徒
に
其
結
果
の
良
否
利
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

害
よ
り
凝
す
る
事
を
避
け
、
專
ら
其
が
採
ら
る
、
に
至
っ
た
史
的
因
由
を
求
め
、
當
時
の
後
漢
至
悪
の
關
係
を
槻
、
以

て
此
の
注
目
す
可
き
民
族
興
亡
の
｝
契
機
を
考
察
し
よ
う
と
試
み
た
に
外
な
ら
滋
。

　
第
一
節
墨
照

　
①
　
比
が
後
漢
に
内
勤
な
乞
う
た
の
に
二
十
三
年
で
あ
る
が
、
叢
に
に
海
丘
自
門
の
二
十
四
年
存
飼
奴
分
裂
の
年
と
し
敦
迄
で
あ
る
。
光
武
本
紀
．
建
武

　
　
　
二
十
四
年
冬
十
月
拗
奴
葵
遡
日
逐
王
比
自
立
爲
南
軍
職
、
是
於
分
骨
南
北
旬
奴
Q

　
　
②
南
童
言
に
關
す
る
地
名
の
考
謹
に
ほ
蒲
江
岡
書
館
叢
書
南
殉
奴
傳
孜
讃
其
他
が
あ
ろ
が
、
本
論
文
楼
地
名
等
の
考
諜
三
盆
的
と
す
る
む
の
で
な
い
か

　
　
　
・
り
、
雲
影
・
な
地
名
の
下
に
’
に
「
山
甲
國
ゐ
肖
今
地
名
ゐ
人
煙
典
」
（
上
海
、
商
游
印
書
館
）
に
依
っ
て
誹
陣
営
晶
出
へ
牌
讃
者
の
了
解
に
資
し
六
の
み
》
で
あ
る
。

　
③
後
漢
書
南
飼
奴
傳
殿
論
、
（
上
略
）
於
是
劒
等
分
破
、
始
有
壁
北
二
単
品
、
讐
霜
野
深
、
．
互
伺
便
混
然
眼
下
父
、
撹
望
風
塵
、
雲
屯
鳥
散
、
夏
趨
馳
突
、

（　｛；u）　〉



＠＠⑥＠＠＠＠＠＠＠
釜
於
脇
潰
翻
傷
看
膝
歳
或
鐙
、
而
欝
欝
塞
馳
憂
然
也
、
後
亦
漏
精
轟
師
、
丼
兵
窮
討
、
命
轡
憲
霊
徳
誤
認
、
前
後
蚊
進
、
皆
朋
照
影
、
殼
奇
鍛
異
道
、

同
會
究
掩
其
窟
穴
、
羅
牝
追
奔
三
千
里
、
…
逐
破
龍
嗣
焚
錨
幕
、
院
十
階
藩
論
氏
、
農
功
盤
石
侶
呼
而
選
、
軍
勢
震
慨
屏
氣
、
一
蒙
漉
遁
走
於
鳥
孫
之
地
、

而
漠
北
空
夷
（
下
略
）
。

宋
何
去
非
正
通
撰
、
何
博
士
備
論
、
巻
下
脅
下
。
（
百
子
全
書
厨
牧
）

華
氏
骨
都
至
愚
北
地
、
右
賢
王
畿
流
弾
、
當
子
骨
講
壇
屯
五
原
、
呼
野
骨
都
侯
屯
雲
鳥
、
郎
腕
骨
都
侯
屯
定
喪
、
左
南
將
軍
屯
雁
門
、
栗
籍
骨
都
侯
屯

代
郡
（
後
漢
書
南
飼
奴
傳
）
o

劉
墨
字
樹
海
。
南
輩
子
難
詰
曾
孫
（
曹
書
壇
認
一
、
瞬
四
夷
傳
密
事
等
謬
照
）
。
惑
帝
元
康
末
、
魏
武
班
分
担
蔀
都
尉
左
記
王
学
元
海
、
爲
首
叛
観
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

鵬
大
號
、
線
榊
器
、
肉
愚
戎
狭
迭
有
中
夏
夷
（
通
典
）
Q

洲
浜
其
先
飼
奴
瑚
部
、
莞
渠
（
ほ
南
翠
干
）
之
由
1
4
（
奮
書
載
記
）
o
石
蟹
字
土
龍
．
上
郷
武
郷
人
、
旬
奴
之
苗
高
也
（
輯
本
所
牧
習
諸
公
黒
八
）
o

日
知
簸
に
ば
特
に
光
武
星
帝
の
黒
奴
内
徒
と
明
示
し
て
居
る
の
で
様
な
い
。
然
し
戎
営
内
徒
の
危
隙
な
鍾
々
な
る
鮎
よ
り
読
明
し
て
み
ろ
Q
特
に

「
叉
按
漢
書
桓
帝
帯
留
部
侮
奴
於
母
鳥
、
其
後
卒
有
劉
石
之
難
、
向
使
五
部
不
徒
、
則
音
響
猫
未
可
彙
也
、
　
鮮
卑
不
乱
備
州
、
則
蓑
容
無
中
原
之
借

云
々
」
の
條
参
照
。
致
ハ
他
王
国
山
讃
通
鍛
論
谷
三
、
漢
詔
爾
輩
子
徒
居
西
河
の
條
、
新
窟
誰
突
腋
傳
（
上
）
頭
序
等
Q

後
漢
書
郷
興
徳
鄭
衆
鋒
。
嚢
宏
後
漢
紀
巻
十
Q

容
書
江
統
嫁
所
載
。

漢
書
勾
奴
傳
下
。

後
漢
書
歌
弁
傳
歎
園
の
條
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

震
宏
後
漢
紀
亦
「
大
南
弔
歌
國
以
爲
、
今
天
下
初
孫
、
尤
宜
受
之
、
令
東
撫
烏
桓
、
北
推
此
奴
、
漫
睡
永
慧
干
父
懲
役
、
萬
世
羅
策
也
、
上
善
而
從
之
」

と
。
尤
も
當
時
歌
酬
に
五
官
中
郎
將
に
し
て
大
司
農
に
非
ざ
る
こ
と
後
漢
書
耽
奪
角
又
國
條
及
銭
大
山
後
漢
書
輔
叡
感
七
、
萬
斯
岡
歴
代
史
表
巷

三
・
四
等
か
塾
照
ぜ
ば
明
で
あ
る
。
蓋
し
敢
國
ほ
其
後
鵜
勤
に
代
り
て
大
厄
農
と
な
つ
六
も
の
で
あ
る
Q
（
注
意
沈
欽
韓
後
毒
害
疏
鐙
巷
二
、
只
國
）

代
鵜
勤
爲
大
司
馬
。
按
本
紀
以
大
郷
予
選
爲
大
尉
、
大
謂
農
鵜
勤
爲
弱
徒
、
異
観
代
墨
差
、
運
脚
謂
農
也
、
此
譲
、
観
劇
暴
騰
三
百
十
二
宰
輔
部
亦

　
　
後
漢
光
武
帝
の
罫
南
何
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
谷
　
第
四
號
　
　
五
八
五

（63）



　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
欝
南
駕
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎮
十
七
巻
　
第
囚
籍
　
　
五
入
ホ

　
　
　
引
歌
醐
傳
爲
大
司
馬
、
則
襲
講
巳
久
。
し
鐘
穴
昭
二
十
二
史
孜
異
十
｝
（
潜
研
堂
登
写
研
牧
）
の
購
説
亦
爾
継
で
あ
る
ゆ

　
⑪
後
漢
書
嚢
安
臨
、
何
奴
左
鹿
藪
王
手
終
存
北
母
子
に
立
て
ん
こ
と
存
奏
議
ぜ
ろ
條
。
裳
宏
後
漢
紀
四
三
、
亦
略
，
阿
檬
。

　
⑯
漢
書
轡
奴
等
ほ
更
始
と
掬
奴
軍
子
と
の
交
渉
に
終
り
ハ
疑
〉
』
ウ
、
後
目
無
殉
奴
擁
ほ
蓼
ぎ
り
も
知
ら
ろ
如
く
、
南
北
分
裂
（
愛
嬢
ご
・
）
葡
の
殉

　
　
　
奴
に
關
す
る
記
事
ば
極
め
て
簡
軍
で
あ
る
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
後
漢
書
遠
心
立
付
に
よ
る
と
、
光
武
皇
帝
が
旬
魔
軍
干
と
初
め
て
外
交
々
渉
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
彼
が

洛
陽
に
即
位
し
て
よ
り
五
年
の
後
、
郎
ち
諸
夏
を
李
げ
て
漸
く
外
事
を
顧
み
る
暇
が
出
題
た
建
武
六
年
の
こ
と
で
、
丁

年
初
め
て
光
武
帝
は
蹄
徳
侯
劉
颯
を
飼
奴
に
漬
せ
し
め
、
四
面
も
亦
遣
使
來
掬
し
、
後
漢
よ
り
は
更
に
中
郎
面
輪
統
を

し
て
金
畠
を
蛮
ら
し
め
て
漢
代
に
於
け
る
如
き
令
堂
を
修
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
了
然
、
こ
れ
は
正
式
に
直
接
外
交
…
關
係
が
生
じ
た
と
言
ふ
・
丈
け
で
、
其
れ
以
前
に
も
光
武
帝
は
飼
奴
と
可
成
り
深
い

交
渉
－
尤
も
そ
れ
は
衝
突
と
云
ふ
可
き
で
あ
ら
う
一
を
有
っ
て
み
た
Q
そ
れ
は
光
武
帝
・
が
静
定
す
べ
き
國
内
の
群

雄
達
が
多
く
痢
奴
よ
り
兵
を
借
り
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
後
漢
書
鵜
異
傳
に
見
え
る

　
〔
嬌
異
〕
降
旬
奴
子
林
闊
頓
王

と
か
、
同
歌
盒
傳
⑳

　
代
命
張
畢
門
訴
反
騨
　
乃
招
迎
旬
奴
影
藤
、
以
爲
助
、
光
武
以
盒
弟
督
、
謙
語
蒲
魚
軍
、
総
桜
畢
、
破
之
。

（磁）



と
云
ふ
記
事
は
更
始
年
間
（
楠
q
g
l
ゆ
q
　
》
．
　
H
）
・
）
に
光
武
の
黒
総
と
年
譜
の
兵
と
が
戦
っ
た
で
あ
ら
う
事
を
示
す
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
詳
細
の
顛
末
は
知
り
得
な
い
。
漁
陽
太
守
愛
寵
が
建
武
二
年
光
武
に
反
立
し
た
折
に
於
け
る
後
漢
と
旬
奴
と

の
關
係
は
稽
詳
細
に
そ
の
事
情
を
知
り
得
て
興
言
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
後
漢
書
腰
掛
傳
に
は
、
こ
の
時
光
雄
蜂
は
彰
寵
親
征
を
企
て
た
が
、
大
司
徒
伏
堪
が
そ
の
親
征
の
不
可
な
る
所
以
を

設
い
た
爲
め
に
、
光
武
も
そ
れ
を
思
ひ
止
っ
た
と
記
さ
れ
て
み
る
。
そ
の
伏
堪
の
諌
奏
の
一
節
に

　
且
漁
陽
之
地
、
逼
接
北
秋
、
黙
虜
困
追
、
必
求
其
助

と
あ
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
立
ち
是
は
寵
と
南
京
と
が
結
ぶ
こ
と
の
危
難
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
堪
の
遽
慮
に
依

っ
て
光
武
毒
草
歯
縛
し
め
・
饗
…
毒
な
か
つ
ゲ
ミ
難
語
寵
は
羅
子
蓄
姦
謁

て
兵
を
借
り
た
、
邸
ち
後
漢
書
彰
寵
傳
に
は

　
（
建
武
三
年
）
春
寵
途
抜
右
北
導
上
谷
三
顧
、
遣
使
以
美
女
繕
繰
賂
遺
飼
奴
、
最
下
和
親
、
軍
子
使
左
南
將
三
七
八
千

　
騎
往
來
、
爲
游
兵
、
以
助
寵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
記
さ
れ
て
み
る
◎
東
言
意
記
に
よ
る
と
、
彰
寵
の
面
容
は
漢
の
哀
帝
の
時
堂
々
太
守
と
な
り
威
名
が
北
邊
の
地
方
に

高
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
π
。
常
時
旬
奴
軍
予
が
來
朝
す
る
滋
路
に
翻
る
太
守
に
は
軍
子
等
を
威
塵
す
る
に
足
る
容
貌
と

飲
禽
者
・
繋
例
で
あ
っ
た
の
で
、
容
貌
飲
塞
ハ
に
衆
に
絶
し
て
居
た
容
繕
つ
さ
れ
て
雲
中
郡
（
藁
塚
編
今
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

太
守
・
二
爲
つ
に
も
の
で
る
6
と
記
さ
れ
て
彗
る
。

　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
欝
爾
飼
薬
学
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
始
巻
－
第
四
號
　
　
五
八
毒



　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
灘
南
禽
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
四
號
　
　
五
入
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
斯
機
の
事
も
當
景
品
際
行
は
れ
て
る
た
と
思
は
れ
る
こ
と
に
は
、
南
宋
劉
義
慶
の
世
説
新
語
に
は

　
魏
武
、
将
見
飼
奴
使
，
（
慮
以
）
形
随
、
不
足
雄
筆
國
使
、
崔
季
珪
藻
帝
、
跨
捉
刀
立
林
頭
、
既
畢
、
令
・
問
牒
、
問
臼

　
魏
王
何
如
、
飼
奴
使
答
日
魏
王
難
望
、
然
黒
頭
捉
刀
人
、
既
乃
英
雄
也
、
魏
武
聞
之
、
追
殺
此
使
。

と
云
ふ
話
も
見
え
て
居
て
面
自
い
。

　
兎
に
角
、
彰
寵
の
父
が
嘗
て
、
飼
奴
輩
子
入
朝
の
道
に
當
る
雲
中
太
守
で
あ
り
、
且
つ
後
漢
書
彰
寵
傳
に
よ
れ
ば
寵

禽
身
も
若
年
よ
り
父
の
下
で
郡
吏
を
勤
め
て
居
た
如
く
で
あ
る
か
ら
、
彼
と
黒
奴
と
の
因
縁
は
淺
く
無
い
課
で
、
少
く

と
も
彼
が
旬
奴
の
情
勢
に
も
精
通
し
て
居
、
其
の
援
兵
を
借
受
け
る
の
も
從
っ
て
容
易
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
と
想
像

・
れ
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
伺
、
此
の
時
三
男
を
助
け
る
爲
に
旬
奴
騎
士
八
千
を
牽
み
て
、
調
乳
し
た
飼
奴
の
左
南
塁
壁
で
あ
る
が
、
此
の
名
四
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
前
後
漢
書
の
飼
奴
昏
黄
其
の
官
制
を
記
す
條
に
は
見
當
ら
諏
も
の
で
あ
る
。
然
し
旬
奴
の
官
名
は
太
子
が
爲
る
左
屠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

豊
潤
（
但
し
方
肚
猷
氏
は
之
を
左
賢
王
と
同
一
と
見
て
み
る
）
以
外
は
普
通
左
・
右
賢
王
、
左
・
右
大
將
、
左
・
右
大
都
尉

の
如
く
一
官
に
左
右
の
別
が
み
つ
た
か
ら
、
此
の
三
態
將
軍
の
左
も
其
の
左
と
見
る
可
き
で
あ
ら
う
。
宇
義
上
、
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

殊
に
後
述
す
る
盧
芳
な
る
者
を
援
け
て
光
武
の
軍
を
題
し
た
心
懸
將
軍
も
亦
華
南
將
軍
で
あ
る
黙
よ
り
、
　
一
見
之
は
南

方
を
援
け
る
飼
奴
の
臨
時
の
將
軍
職
の
如
く
考
へ
ら
れ
易
い
が
、
然
し
矢
張
り
其
は
正
し
く
な
い
と
思
は
れ
る
。

　
漢
書
勾
奴
等
（
下
）
に
南
將
軍
の
名
が
散
見
し
、
又
南
旬
奴
が
塞
内
に
移
住
し
た
後
其
の
雁
門
に
屯
し
た
部
會
の
官
が



　
　
　
⑨

左
南
將
軍
で
あ
っ
た
事
が
後
漢
書
羊
飼
奴
傳
に
見
え
て
み
る
の
等
は
共
に
、
此
の
左
南
の
左
が
左
右
の
左
で
あ
り
、
之

が
常
置
の
將
軍
職
で
あ
っ
淀
事
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
劫
説
、
後
漢
書
鼓
籠
傳
、
同
光
武
本
紀
、
蓑
宏
後
漢
紀
等
に
遜
る
に
、
飼
奴
の
有
力
な
援
軍
を
得
た
寵
は
更
に
進
ん

で
禰
を
隔
れ
燕
王
と
慮
欝
し
た
。

翌
四
年
彼
は
弟
純
に
旬
奴
騎
兵
約
二
千
塞
み
し
め
、
惣
ら
は
兵
数
輩
を
峯
み
て
、
良
郷
（
漢
鷹
、
後
漢
亟
唐
霞
之
、
故
城
在
今
京
紅
房
山
縣
束
）
に
屯

し
て
居
た
後
漢
の
征
虜
將
纂
逡
、
陽
郷
（
漢
侯
國
、
後
漢
省
、
故
城
在
今
京
兆
固
安
縣
西
北
）
に
屯
し
て
居
た
騨
騎
將
軍
器
喜
を
薯
よ
り
断
つ
に

至
っ
た
が
、
此
の
時
は
飼
奴
兵
が
軍
都
（
漢
置
、
故
城
今
京
兆
三
思
縣
西
）
を
経
た
の
を
歌
盒
の
弟
侍
が
鞍
替
し
て
旬
奴
の
爾
王
を
斬
っ
た

籠
も
途
に
業
し
た
。
紫
は
三
審
に
詳
記
せ
ら
れ
て
み
る
。
　
　
　
　
　
　
働

　
五
年
春
寵
は
寒
し
て
便
室
に
濁
坐
し
て
居
た
折
、
奴
隷
子
密
等
の
殺
す
庭
と
な
っ
た
。
其
顛
末
は
直
接
本
論
文
に
關

係
あ
る
も
の
で
無
い
か
ら
省
略
す
る
。

　
唯
、
祭
湛
傳
、
裳
宏
後
漢
紀
憲
五
に
慷
れ
ば
、
こ
の
時
征
虜
将
軍
祭
遵
が
進
ん
で
其
鯨
蕪
を
詠
除
し
、
漁
陽
地
方
を

選
定
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
囁
旬
募
兵
等
は
逸
早
く
撤
退
し
た
も
の
か
、
別
に
祭
遵
の
軍
と
衝
突
が
あ
っ
た
事
實
も
見
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
な
い
。
尤
も
之
は
、
旬
奴
輩
子
が
此
の
時
彰
寵
を
助
け
た
の
は
、
群
舞
の
美
女
総
中
等
の
賂
遺
に
封
ず
る
代
償
と
し

て
少
数
の
兵
馬
を
貸
し
與
へ
た
丈
け
で
、
決
し
て
割
干
は
彰
寵
を
利
用
し
て
中
華
に
勤
す
る
政
治
的
野
心
を
途
げ
よ
う

と
は
思
っ
て
居
な
か
っ
た
ら
し
い
事
情
を
考
へ
合
せ
ば
容
易
に
了
解
で
き
る
。

　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
封
爆
睡
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
四
號
　
　
五
入
九



　
　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
野
爾
絢
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
節
十
七
巻
　
第
四
號
　
　
蹴
九
〇

　
邸
ち
軍
干
が
中
型
に
志
す
る
政
治
的
野
心
を
途
げ
る
の
に
利
用
せ
ん
と
し
て
、
極
力
後
援
し
て
み
た
人
物
は
彰
寵
で

は
な
く
、
漢
の
武
帝
の
曾
孫
、
劉
文
業
と
爵
繕
し
て
居
た
盧
芳
で
あ
つ
で
、
羅
予
は
既
に
建
武
元
年
に
此
の
慮
芳
を
特

認
中
に
迎
へ
て
漢
帝
に
輔
要
し
、
叙
上
歌
併
が
彰
寵
を
援
く
る
飼
奴
欝
欝
を
軍
需
に
斬
っ
た
と
云
ふ
建
武
四
年
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

盧
芳
を
實
際
に
漢
地
の
帝
と
爲
さ
ん
と
し
て
活
躍
を
始
め
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。

篁
齢
嵐
蕪

　
　
①
　
光
武
初
、
帯
訣
…
頁
久
、
轟
木
晒
逢
外
事
、
追
山
ハ
年
、
始
A
㍗
淋
鱒
練
…
像
融
側
颯
、
僚
…
御
奴
、
殉
奴
亦
遣
魚
脳
献
、
噸
襖
復
学
⊥
甲
部
將
韓
聯
統
加
報
命
、
賂
臨
割
金
由
巾
…
以
涌
暢
奮
好

　
　
　
（
南
鞠
奴
憾
）
。
術
ほ
建
武
六
年
に
至
っ
て
外
事
た
顧
み
る
暇
が
醐
來
六
で
あ
ら
う
事
に
、
東
遷
漢
記
の
建
武
六
年
二
月
御
涙
下
駒
城
、
天
下
悉
定
、
盤

　
　
　
欄
公
国
鎌
逃
陛
隠
未
定
、
帝
日
坂
”
此
証
剛
子
置
度
外
、
乃
休
帥
蒲
池
、
剛
直
酒
興
…
賜
之
O
（
四
民
宏
後
漢
壁
際
、
建
武
六
年
二
月
の
加
除
亦
略
旧
同
）
に
よ
っ
て
ρ
も
｛
農
津
岡

　
　
　
し
得
る
。
尤
も
こ
の
南
飼
奴
徳
の
劉
颯
評
議
に
就
て
に
奥
仁
傑
（
爾
漢
朝
談
補
逡
巷
十
、
使
黒
奴
）
の
如
く
、
是
存
談
記
と
す
う
も
の
が
あ
る
が
、
既

　
　
　
の
事
は
後
蓮
す
べ
し
。

　
　
②
影
寵
の
軍
に
留
ま
れ
六
幽
州
の
牧
朱
浮
の
切
に
援
兵
た
乞
う
☆
の
に
亡
し
て
も
光
武
ほ
軍
資
不
足
准
理
慮
に
逡
兵
ぜ
す
、
朱
浮
匡
遽
に
敗
走
し
六
。

　
　
　
（
後
漢
書
朱
浄
、
同
書
伏
堪
爾
傳
）

　
　
③④＠＠
後
漢
書
彰
寵
傳
に
に
宏
と
あ
り
。

武
士
殿
聚
珍
版
本
束
観
漢
記
、
彰
寵
字
詰
通
、
粥
腹
宛
入
也
、
父
蓉
哀
二
時
爲
漁
陽
太
害
、
有
名
予
漉
、
容
貌
飲
食
紹
衆
、
此
時
軍
子
來
朝
常
道
ニ

チ
石
、
皆
選
容
貌
欲
食
潜
、
放
容
徒
爲
雲
中
太
守
」

世
蹴
薪
語
、
容
止
第
十
四
、
（
歴
代
小
史
所
牧
）

更
記
・
漢
書
旬
奴
傅
、
後
漢
書
南
句
奴
傳
に
現
れ
六
旬
奴
宮
職
た
衰
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

（｛綿）



＠＠＠＠⑥

（
更
認
・
瀧
書
）
、

左
　
居
　
潜
　
王
（
太
子
）

左
、
右
　
賢
　
王

左
、
右
谷
藪
王

左
、
右
大
将

左
、
右
大
都
尉

左
、
右
、
當
戸

左
、
右
骨
都
俣
（
異
姓
補
政
大
臣
）

（
後
　
漢
　
書
）

鶏
躯
築
四
角

蒲
奪
角

左
、
右
脚
都
侯

左
、
右
前
逐
骨
都
侯

「

下
級
の
も
の
と
し
て
に
、
千
早
百
長
什
長
稗
諸
王
相
都
尉
風
戸
且
渠
あ
り
、
叉
左
大
豊
渠
、
右
丞
相
、
栗
支
羅
侯
の
如
き
名
も
見
え
て
洩
る
。
晋
書

北
秋
傳
の
班
載
に
に
多
少
の
翌
翌
が
あ
ろ
。
但
共
申
岡
傳
に
「
共
左
賢
王
最
貴
、
唯
太
子
得
履
之
」
と
あ
る
ほ
注
意
為
要
す
。
貧
例
よ
り
見
て
事
呼

韓
郡
軍
子
（
前
漢
）
以
後
の
壁
土
ぼ
皆
殺
多
望
で
な
く
て
左
賢
王
弔
、
あ
る
。
之
に
、
外
乱
詩
書
の
言
語
學
上
よ
り
の
左
屠
揺
籠
賢
士
一
観
（
註
⑦
）
た
｝

媛
裏
書
す
る
も
の
で
に
な
い
か
と
思
ほ
ろ
。
」
術
密
O
δ
。
〔
り
b
δ
踏
口
暑
2
一
創
繋
ぎ
a
三
ω
B
9
2
冒
N
の
詳
駿
一
ま
滲
照
。

國
立
北
京
大
學
、
國
學
季
栞
、
第
二
巷
第
四
餐
所
載
、
方
壮
猷
、
旬
奴
語
言
考
。
し
⑥
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

王
．
松
蝉
、
明
年
（
建
武
十
年
）
覇
興
趣
ハ
呉
漢
等
四
勝
軍
六
萬
人
、
溜
織
詰
、
撃
賀
箆
。
認
．
覇
輿
漁
陽
太
穿
陳
訴
勝
兵
、
爲
諸
軍
鋒
。
蝋
型
津
南
雑
軍
將

兵
数
千
騎
救
魔
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
，

第
一
節
謎
⑤
塾
照
。

漢
書
飼
学
区
競
に
後
漢
書
南
学
轟
轟
な
滲
照
す
う
に
、
藍
時
の
何
奴
孫
子
ば
呼
都
面
戸
道
皐
若
鷺
輿
磯
子
で
あ
っ
て
、
殉
奴
に
未
だ
分
裂
の
以
前
で

あ
ろ
。
燈
府
元
墨
型
九
百
九
十
七
に
粥
飼
奴
単
子
以
光
武
建
武
初
彰
寵
反
絆
、
於
漁
伊
興
共
蓮
兵
と
あ
る
の
ば
談
で
あ
る
。

第
三
節
及
び
第
四
節
峯
照
。

　
　
後
漢
光
武
帝
の
罫
購
飼
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
四
號
　
　
五
九
一

（69）
へ、



　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
封
甫
麹
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
轡
　
第
四
號
　
　
五
九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
盧
芳
の
経
歴
は
後
漢
書
磁
急
設
に
詳
し
く
載
せ
ら
れ
て
み
る
。
次
に
掲
げ
た
の
が
其
れ
で
あ
る
。

　
盧
芳
論
判
期
、
安
定
三
水
人
品
、
霜
露
谷
中
、
王
葬
時
、
天
下
手
話
漢
徳
、
芳
由
是
土
筆
総
事
解
曾
孫
劉
聴
講
、
曾

組
総
飼
奴
谷
離
肇
之
姉
、
爲
武
帝
皇
后
生
三
子
、
遭
江
充
之
飢
、
太
子
詠
、
皇
后
軍
器
、
〔
榊
〕
鍵
盤
卿
逃
於
左

　
谷
、
〔
榊
〕
生
子
孫
卿
、
孫
卿
生
文
伯
、
常
都
電
言
昏
惑
安
定
聞
、
王
蒜
末
羅
輿
三
水
属
叢
濃
早
起
兵
、
更
始
至
長
安
、

　
徴
芳
爲
騎
都
尉
、
使
鎭
撫
安
定
以
再
〔
獅
〕
。

王
藩
の
末
に
兵
を
起
し
た
者
が
．
皆
老
馬
の
子
孫
で
あ
る
と
自
学
し
、
假
今
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
総
て
漢
を
説
け
る

を
名
と
し
た
事
綾
羅
の
二
＋
二
史
難
に
重
し
く
馨
ら
れ
て
み
る
慮
で
あ
物
こ
れ
は
同
書
の
言
っ
て
ゐ
難

く
、
前
漢
の
諸
帝
に
は
賢
聖
の
需
多
く
、
絶
て
虐
民
の
政
が
無
く
、
其
の
屡
絶
は
、
淡
し
て
民
心
が
漢
室
を
去
つ
π
か

ら
で
は
無
く
、
軍
に
王
土
の
陰
謀
の
結
果
で
あ
っ
て
、
班
彪
の
所
謂
「
即
自
上
趨
、
憂
欝
下
」
で
、
人
心
は
依
然
漢
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

在
り
、
且
つ
民
は
王
葬
の
失
敗
に
簡
さ
れ
た
か
ら
に
霜
違
な
い
け
れ
ど
も
、
更
叉
當
時
の
民
間
一
般
に
、
漢
室
に
歴
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

未
だ
去
ら
す
と
の
紳
秘
的
な
思
想
が
根
強
く
行
は
れ
て
る
た
か
ら
と
思
は
れ
る
。
要
す
る
に
群
雄
等
が
劉
氏
を
罪
し
、

或
は
輔
漢
を
名
と
す
る
こ
と
は
、
常
時
最
も
容
易
に
一
般
の
支
持
を
受
け
、
虞
身
の
希
望
を
…
逐
げ
る
の
に
最
も
好
都
合

で
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
盧
芳
が
漢
の
武
帝
の
曾
孫
と
言
ひ
、
濃
艶
と
辮
し
た
の
も
、
こ
の
例
に
漏
れ
ぬ
。
但

盧
芳
が
劉
氏
を
潔
し
π
こ
と
は
、
輩
に
支
那
内
地
の
民
の
支
持
を
受
け
る
に
好
都
合
で
あ
っ
た
許
り
で
な
く
、
却
っ
て

（7e＞



旬
奴
輩
干
と
の
關
係
に
も
亦
極
め
て
良
い
影
響
を
與
へ
た
の
で
あ
っ
た
。

更
始
が
敗
死
す
る
に
及
ん
で
、
三
水
（
漢
置
、
後
漢
宋
慶
、
故
城
在
今
鴛
熟
懇
原
点
）
の
豪
傑
達
は
努
劉
氏
子
孫
、
宜
承
宗
廟
し
と
云
っ
て
、
慮
芳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
上
將
軍
西
季
王
に
立
て
た
。

　
三
水
の
豪
族
等
が
盧
芳
を
劉
氏
と
認
め
た
の
み
で
な
く
、
當
時
一
般
に
彼
は
劉
芳
、
劉
粟
糠
と
し
て
知
ら
れ
て
居
だ

如
く
で
、
例
へ
ば
裳
宏
後
漢
紀
忽
四
に
は
、
建
武
三
年
隣
戎
が
光
武
帝
に
降
ら
ん
と
し
だ
時
、
戎
の
妻
の
兄
姦
凶
の
言

っ
た
慮
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
乃
綴
彰
寵
張
歩
董
憲
春
永
李
憲
公
孫
述
塊
器
劉
芳
所
得
郡
國
、
云
洛
陽
所
得
地
、
如
掌
耳
云
々

と
あ
）
、
叉
後
漢
書
随
器
傳
を
見
る
に
、
光
武
帝
が
蜀
を
討
た
ん
事
を
企
て
た
に
胸
し
て
難
が
其
を
諌
止
し
た
こ
と
を
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

記
し
て
居
る
中
に

　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
　
ヘ
　
へ
　
ぶ
へ

　
羅
乃
遣
長
更
、
上
書
盛
言
、
三
輔
軍
溺
、
劉
文
伯
在
邊
、
未
宜
驚
動

と
あ
）
、
此
に
註
し
て
万
承
蒼
は
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
を
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
盧
芳
詐
灘
武
帝
曾
孫
劉
文
伯
、
故
當
時
之
人
、
情
知
爲
劉
交
信
、
不
知
爲
盧
芳
〔
下
略
〕

　
　
　
　
　
⑤

と
言
っ
て
み
る
。
爾
、
芳
が
建
武
十
六
年
光
武
帝
に
↓
時
降
服
し
て
代
王
に
封
せ
ら
れ
た
際
、
彼
の
上
疏
に

　
臣
芳
過
託
先
帝
遺
膿
、
弄
在
邊
睡
、
赴
櫻
国
王
葬
屡
維
、
以
是
千
重
之
憂
》
所
宜
共
諜
、
故
細
腰
西
莞
戎
、
北
懐
旬
奴
、

畢
不
忘
罐
樺
巌
跡
〔
賢
三
三
奉
惑
蹴
廟
・
豊
纏
る

　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
野
南
偲
奴
策
に
蕊
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
四
號
　
　
五
九
三



　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
欝
権
翰
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
四
號
　
　
五
九
四

と
、
臼
身
の
劉
氏
の
子
孫
で
あ
る
子
殺
を
表
明
し
て
み
る
の
は
注
昌
に
償
し
や
う
。

　
さ
て
西
獄
門
と
な
っ
た
盧
芳
は
、
使
を
醤
禿
、
飼
奴
に
遣
し
和
親
を
結
ん
だ
。
其
時
飼
奴
輩
子
は
「
土
着
は
本
々
漢
と

約
し
て
兄
弟
と
斎
っ
た
も
の
で
、
其
の
後
難
奴
の
衰
ふ
る
に
於
て
呼
韓
邪
悪
子
は
漢
に
労
し
、
世
々
臣
と
繕
す
る
こ
と

、
な
っ
た
。
然
る
に
‘
雲
高
も
亦
中
絶
し
、
劉
氏
が
來
繁
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我
も
亦
之
を
立
て
＼
奪
事
せ
し
め
よ

う
」
と
言
っ
て
、
部
下
の
句
林
王
に
数
千
騎
を
峯
み
て
芳
を
迎
へ
し
め
、
芳
も
兄
禽
、
駅
程
と
共
に
途
に
旬
奴
中
へ
入

っ
た
Q
こ
れ
は
後
漢
書
盧
芳
傳
の
記
す
る
慮
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
⑦

　
然
し
束
観
漢
記
と
張
藩
無
記
の
記
す
る
慮
は
之
と
梢
異
る
も
の
が
あ
る
。
其
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
盧
正
字
縁
極
．
安
定
人
、
属
國
母
数
黒
鍵
在
野
蟹
、
芳
野
之
、
評
註
劉
氏
、
窪
辮
西
逆
上
、
愈
飼
奴
句
意
王
將
兵
來
、
　
σ

　
降
墾
璽
胡
、
芳
因
随
入
旬
奴
、
留
数
年
、
輩
干
密
事
鯛
未
定
、
欲
甲
立
之
〔
瞬
〕
。

此
の
0
ウ
「
属
國
胡
葉
身
騨
在
墾
璽
、
芳
從
之
」
と
あ
る
の
は
、
後
漢
書
盧
芳
潤
に
見
え
る
珊
「
王
顛
末
、
（
芳
）
乃
與
三
水

庇
紫
黒
胡
、
鵡
兵
」
、
裳
宏
後
漢
紀
巷
一
に
見
え
る
孤
「
及
藩
敗
、
芳
墨
三
水
厨
國
莞
胡
、
起
葦
北
邊
」
と
同
一
事
實
を
指

示
し
て
み
る
・
め
の
で
あ
る
事
は
容
易
に
想
像
繊
來
る
で
あ
ら
う
が
、
更
に
⑳
に
甥
し
て
銭
大
昭
後
漢
書
弊
平
家
四
に
は

　
時
安
定
薦
國
都
尉
治
三
水
縣
、
故
言
三
水
属
國
耳

と
云
ふ
説
明
が
、
叉
同
書
岡
簿
に
盧
芳
傳
の
「
初
電
國
嵐
國
胡
與
芳
田
鰻
」
な
る
記
事
に
呈
し
て

　
安
國
疑
幕
際
安
定
、
虚
無
志
安
定
無
属
國
、
然
光
武
紀
建
武
ニ
ナ
一
年
安
定
属
國
胡
叛
。
桓
帝
紀
永
壽
元
年
南
旬
奴



　
叛
、
安
定
風
國
都
尉
車
田
討
之
。
又
写
膵
勲
爵
羅
漢
有
安
定
厨
國
都
尉
孟
扶
。
振
此
贈
東
京
有
安
定
屡
國
也
。
南
監

　
本
不
誤
。

と
云
ふ
説
明
が
與
へ
ら
れ
て
る
る
。
更
に
同
書
憲
一
に
も
、
後
漢
書
光
武
本
紀
の
「
建
武
二
十
一
年
、
安
定
厨
虚
言
叛
、

屯
聚
青
山
」
に
濁
し
て
、

　
青
出
在
蓼
繕
縣
、
墾
纈
故
属
安
定
。
郡
國
志
爾
北
地
。

な
る
解
騨
が
輿
へ
ら
れ
て
る
る
。

　
是
等
辮
疑
に
見
え
た
三
つ
の
解
緯
を
併
せ
考
へ
れ
ば
、
G
D
⑳
1
汀
は
共
に
、
盧
芳
が
四
葬
の
末
頃
安
定
鷹
國
の
三
水
縣

の
莞
胡
を
從
へ
て
起
兵
し
、
當
時
事
安
定
に
属
し
て
み
た
導
燈
縣
に
糠
つ
た
事
を
記
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
全
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

く
疑
ひ
な
い
。
從
っ
て
前
掲
束
手
観
記
・
張
国
漢
記
の
盧
芳
墨
の
文
の
「
自
欝
西
李
王
」
と
あ
る
泡
は
些
し
も
後
漢
書
盧

芳
傳
と
抵
鯛
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
明
で
あ
る
。

　
乍
然
、
其
の
次
の
「
會
飼
奴
句
林
王
將
兵
來
、
降
墾
璽
胡
、
芳
因
選
入
旬
奴
、
留
数
年
、
…
軍
干
以
中
國
未
定
、
欲
輔

翼
之
」
と
あ
る
の
は
後
漢
書
盧
芳
墨
の
記
す
る
庭
と
甚
し
い
相
違
で
あ
る
。
邸
ち
後
漢
書
盧
芳
傳
が
、
盧
芳
の
甲
奴
入

國
を
、
彼
の
和
親
申
込
を
承
諾
し
彼
を
漢
帝
に
立
て
ん
と
決
心
し
た
飼
奴
輩
干
が
句
林
王
を
し
て
迎
へ
し
め
た
爲
め
と

す
る
に
反
し
是
は
句
耳
垂
が
愈
3
芳
の
從
へ
て
居
た
墾
蟹
縣
の
鳩
國
蒐
胡
を
降
す
に
及
ん
で
禽
然
芳
も
飼
奴
中
に
入
る

こ
と
、
な
つ
淀
と
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
野
南
何
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
四
號
　
　
玉
九
五



　
　
　
　
　
後
漢
光
武
雛
の
蚤
衛
掬
奴
策
に
干
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
集
十
七
懇
　
第
四
號
　
　
五
九
六

　
こ
の
何
れ
が
正
し
い
の
で
あ
る
か
、
現
在
之
を
決
定
す
可
き
史
料
は
無
い
。
從
っ
て
芭
曄
は
當
時
存
在
し
て
み
た
或

る
有
力
な
吏
料
に
蝶
っ
て
血
豆
傳
を
作
り
、
此
の
瓦
窯
記
の
交
を
否
と
し
て
棄
て
た
も
の
と
槻
る
外
は
な
い
。
且
つ
後

漢
書
盧
芳
命
が
上
述
の
如
く
盧
芳
が
早
く
よ
り
曾
秘
舞
は
旬
奴
谷
蓋
渾
々
王
の
姉
で
あ
る
と
自
癒
し
、
（
即
ち
彼
は
最
初

よ
り
飼
奴
と
の
提
携
を
希
望
し
て
み
た
ら
う
）
、
画
行
管
と
な
る
に
及
ん
で
使
を
勾
奴
に
派
し
て
和
親
を
求
め
、
下
穿
で

飼
奴
軍
干
が
句
林
王
を
し
て
彼
を
迎
へ
し
め
た
と
云
ふ
、
其
の
記
蓮
に
妙
し
の
論
理
的
矛
盾
も
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

現
在
は
矢
張
り
之
に
檬
る
の
が
要
當
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
資
治
通
鑑
も
亦
全
然
こ
の
後
漢
書
傳
の
記
事
に
準
糠
し

て
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
笛
譜
二
節
餐
照

＠¢③＠＠＠＠＠
二
十
二
史
劉
記
、
巻
三
、
王
葬
之
敗
Q
同
、
王
葬
時
起
兵
巻
空
穂
漢
後
の
こ
章
b

班
彪
王
命
論
（
漢
書
叙
無
上
、
丈
選
、
藝
丈
類
聚
　
所
牧
）
。
侮
嚢
宏
後
漢
欝
欝
二
に
に
歌
無
二
、
百
姓
患
苦
王
葬
、
復
患
色
本
、
聞
漢
兵
超
、
莫

不
撒
喜
、
從
風
如
去
虎
口
得
蜻
慈
舞
と
あ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

嚢
宏
後
漢
紀
谷
五
、
建
武
六
年
の
條
に
見
ゆ
る
随
鴛
と
姦
盗
と
の
問
誉
、
同
論
、
建
武
五
年
忌
融
の
陣
聡
の
説
客
張
元
の
説
に
封
ず
る
反
駁
等
な
謬

照
ゼ
ば
其
一
斑
を
窺
ひ
得
る
。

後
漢
書
雄
芳
傳
。

王
先
謙
集
解
に
線
る
。

後
漢
書
濾
芳
傳
。

東
観
漢
詑
、
武
英
聚
珍
版
本
、
巻
二
十
三
載
記
。
張
藩
面
懸
、
後
漢
書
補
逸
霧
十
四
。

資
治
通
鑑
巷
四
十
（
漢
紀
三
十
二
）
Q

（　7・i　）



　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
盧
芳
を
後
援
し
て
漢
帝
に
輔
立
す
る
事
を
決
心
し
た
旬
懸
軍
干
は
、
前
漢
と
密
接
な
和
親
關
係
を
結
ん
だ
呼
韓
邪
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

干
と
そ
の
第
五
關
氏
と
の
聞
に
生
れ
た
輿
で
、
呼
韓
邪
よ
り
第
七
代
の
輩
子
、
呼
都
置
戸
道
皐
若
軽
黒
子
で
あ
る
。

　
彼
が
盧
芳
師
ち
劉
文
伯
を
緩
け
だ
理
山
は
、
上
述
の
遮
り
芳
の
和
親
を
求
め
た
の
に
鋼
し
て
彼
の
言
っ
た

　
飼
製
本
與
漢
約
爲
兄
弟
、
後
柿
麻
中
嚢
、
呼
韓
総
軍
子
離
漢
、
王
畿
豊
野
擁
謹
、
世
世
辮
距
、
今
漢
亦
中
絶
、
劉
氏
來

　
蹄
、
我
亦
當
立
之
、
令
愈
事
我
。
（
職
籏
瀦
）

な
る
語
に
依
っ
て
大
騰
推
知
出
來
る
。

　
又
漢
書
欝
欝
郡
下
に
襟
れ
ば
、
夏
始
二
年
（
課
簗
り
し
更
始
が
飼
奴
と
僖
好
を
修
め
ん
と
し
て
、
中
郎
將
露
徳
侯
颯
、
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

大
司
馬
護
軍
陳
遜
を
旬
奴
に
遣
し
軍
予
以
下
に
漢
の
蕾
制
黒
印
を
授
け
た
時
に
、
此
の
呼
都
松
戸
陰
湿
若
軽
輿
軍
子
は

遽
颯
に
野
し
て
極
め
て
驕
慢
の
態
度
を
以
て

　
飼
奴
本
輿
漢
爲
兄
弟
、
嘉
慶
中
豊
、
孝
宣
皇
帝
王
立
呼
野
邪
軍
子
、
故
繕
臣
以
尊
影
、
今
漢
語
大
織
、
爲
王
葬
所
鍵
、

　
旬
奴
亦
出
兵
繋
舞
．
室
其
難
境
、
倉
天
下
騒
動
、
思
漢
、
蒜
卒
以
敗
而
漢
復
興
、
亦
我
力
也
、
當
笹
葺
我
。

と
謂
っ
た
事
が
あ
る
。
從
っ
て
輩
干
が
触
点
を
援
け
て
薬
室
を
復
興
し
以
て
己
に
密
事
せ
し
め
よ
う
と
考
へ
た
の
は
、

盧
芳
の
和
協
串
込
み
に
始
つ
た
も
の
で
は
な
く
、
可
成
り
以
前
か
ら
の
こ
と
、
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
但
し
此
の
時
業
際
軍
議
に
は
漢
の
恩
を
思
ふ
心
情
が
あ
っ
た
か
。
果
し
て
里
子
が
遵
颯
に
答
え
た
中
に
見
え
る
如

　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
謝
粥
狗
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
陰
　
第
四
瀧
　
　
五
九
七



　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
欝
晦
日
奴
策
に
激
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
凶
號
　
　
置
九
入

く
、
旬
奴
が
大
軍
を
出
し
て
葵
を
繋
っ
た
の
も
漢
を
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
か
と
云
ふ
に
、
其
れ
は
甚
だ
疑
は
し
い
。

　
勿
論
、
本
葬
の
塞
外
政
策
は
前
漢
の
其
れ
に
反
し
て
拙
劣
で
抑
趣
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
鷺
に
於
て
王
葬
に
封
し
て

は
飼
奴
其
他
の
三
族
は
好
業
を
持
っ
て
居
な
か
っ
た
。
乍
然
、
籏
極
的
に
飼
奴
等
が
王
葬
の
中
土
に
於
蹴
る
主
脚
を
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

煙
し
或
は
漢
室
の
復
興
を
期
醜
し
π
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
王
藩
集
立
の
時
の
飼
奴
軍
干
は
呼
都
而
戸
遵
皐
勢
至
の
異

象
兄
で
前
々
代
に
預
る
烏
珠
鵠
若
鶴
毒
薬
牙
斯
軍
干
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
王
葬
が
漢
の
輩
干
璽
を
改
め
て
、
新
の
輩
干
章

を
授
け
た
時
、
奮
璽
を
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
。
然
し
之
と
て
も
新
印
が
臣
下
の
其
と
別
が
無
い
か
ら
と
言
ふ
丈
け

で
、
決
し
て
「
新
」
を
否
定
し
た
か
ら
で
は
な
い
事
、
漢
書
旬
奴
繁
盛
の
當
該
記
事
を
一
芥
す
れ
ば
直
ち
に
了
解
し
得
る
。

從
っ
て
後
年
、
王
葬
が
十
五
輩
干
を
立
て
ん
と
計
書
し
孝
軍
予
、
順
軍
干
等
を
立
て
た
堅
手
の
烏
珠
雷
が
怒
っ
て

　
先
輩
干
受
漢
宣
帝
恩
、
不
可
負
也
、
今
天
子
非
覆
滅
子
孫
、
何
某
得
立

と
畜
っ
て
居
て
も
、
是
を
以
て
實
際
最
初
よ
り
同
軍
干
が
義
手
を
思
ひ
新
を
否
定
し
た
讃
と
は
爲
し
難
い
。

　
次
の
烏
累
若
襲
威
令
子
は
前
軍
干
陰
嚢
雷
の
代
に
王
葬
よ
り
孝
軍
子
に
舞
さ
れ
、
後
北
空
し
て
烏
黒
霞
の
爲
め
に
旬

奴
の
賎
官
栗
麗
支
藩
に
既
せ
ら
れ
た
者
、
烏
珠
面
癖
後
．
王
昭
霜
の
女
に
し
て
親
鍵
主
義
の
伊
横
溢
次
云
の
婿
右
骨
都

侯
須
卜
當
が
彼
の
本
葬
と
蕉
好
あ
る
を
喜
ん
で
途
に
輔
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
て
同
皇
子
と
王
葬
と
の
閣
係
を
知
る

に
足
る
。
後
年
新
の
北
邊
を
侵
湿
し
た
の
も
童
子
の
私
怨
貧
利
に
擦
る
も
の
で
、
決
し
て
漢
の
爲
に
し
た
の
で
は
な
い
。

　
却
説
、
呼
都
盛
花
滋
皐
爆
風
輿
軍
干
は
如
何
。
成
る
程
彼
は
大
軍
以
て
新
の
北
邊
を
侵
冠
し
た
事
は
、
彼
が
蓮
颯
に

（驚）



即

誇
っ
た
通
り
で
あ
る
。
然
し
其
の
原
因
は
彼
の
云
ふ
様
に
漢
を
思
っ
た
か
ら
で
は
断
じ
て
無
い
。
彼
は
北
郷
と
な
る

や
直
ち
に
新
に
遣
使
奉
献
し
て
其
の
賞
賜
を
貧
利
し
た
。
彼
は
後
年
大
軍
を
以
て
新
の
北
邊
を
襲
っ
た
の
は
事
實
で
あ

っ
て
、
彼
が
遵
颯
寺
に
「
野
心
亦
田
兵
撃
葬
、
野
戦
上
境
、
倉
天
ド
騒
動
」
と
誇
算
し
た
の
と
符
含
す
る
が
、
其
原
因
は

重
葬
が
彼
を
措
い
て
王
舞
跨
身
の
好
む
庭
の
須
卜
當
（
當
の
死
後
は
後
歯
公
奢
）
な
る
飼
奴
貴
族
を
重
犯
に
入
れ
て
軍
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
輔
立
せ
ん
と
し
淀
事
を
憤
慨
し
た
か
ら
に
外
な
泌
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
覧

　
殊
に
若
し
果
し
て
軍
干
が
眞
に
漢
の
爲
め
篭
漢
と
の
薔
好
を
思
っ
て
劉
氏
の
再
興
を
希
望
し
た
も
の
な
ら
ば
、
何
う

し
て
上
述
の
様
に
盧
芳
を
助
け
る
以
前
．
劉
氏
な
る
光
武
に
反
絆
し
た
張
畢
や
彰
寵
を
助
け
て
、
後
漢
の
統
一
を
妨
げ

た
か
。
叉
後
述
す
る
如
く
盧
芳
を
最
早
漢
地
の
帝
と
す
る
に
は
逸
り
に
光
武
の
漢
室
復
興
が
完
成
し
た
後
も
な
ほ
、
’
後
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

漢
の
邊
郡
セ
荒
し
抄
掠
の
利
を
食
っ
た
か
。

　
彼
此
綜
べ
考
ふ
れ
ば
矢
張
り
呼
量
而
戸
溢
墨
黒
干
の
盧
芳
援
助
の
翼
の
理
由
は
、
叙
上
二
十
二
史
欝
記
の
恕
三
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

論
ぜ
ら
れ
る
當
時
の
群
雄
等
の
劉
玩
を
自
総
せ
ざ
る
者
も
皆
々
漢
を
名
と
し
た
理
由
と
同
「
と
見
ざ
る
を
得
な
い
。

畢
覧
同
仁
干
は
之
を
以
て
支
那
本
土
に
封
ず
る
政
治
的
野
心
を
嬉
戯
す
書
き
最
上
の
手
段
と
認
め
た
か
ら
に
相
蓮
な

い
。

　
か
、
れ
ば
同
軍
干
が
、
後
年
光
武
の
中
國
識
定
漢
室
復
興
の
完
成
し
て
、
最
早
旬
奴
が
盧
芳
を
後
援
す
る
名
目
を
失

ひ
、
彼
を
塊
編
と
す
る
の
無
盆
な
る
を
知
る
に
及
び
、
後
漢
よ
り
の
賞
利
を
目
的
に
途
に
盧
芳
を
後
漢
に
責
ら
ん
と
試

　
　
　
　
級
漢
光
武
帝
の
劉
南
飼
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
毛
巷
　
第
四
號
　
　
五
九
九



　
　
　
　
後
漢
驚
武
帝
の
野
薦
飼
奴
策
に
去
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
懇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

み
る
と
云
ふ
不
義
不
信
の
行
爲
に
出
た
の
も
亦
驚
く
に
當
ら
な
い
課
で
あ
る
Q

纂
四
號
　
　
六
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ
　
ト

　
盧
芳
が
旬
乱
撃
に
入
つ
π
年
紀
は
盧
芳
傳
其
他
に
も
明
記
さ
れ
て
な
い
。
然
し
同
傳
の
交
意
よ
り
察
す
れ
ば
、
彼
の

旬
奴
入
髪
も
、
又
彼
が
軍
干
に
よ
っ
て
漢
帝
に
肥
立
さ
れ
、
弟
程
が
中
郎
蒋
と
爲
っ
て
旬
奴
騎
を
引
い
て
安
定
に
還
り

駐
し
た
の
も
総
て
更
始
の
敗
の
直
後
帥
ち
建
武
元
年
中
の
欝
來
事
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
，

　
尤
も
盧
芳
が
漢
帝
を
欝
し
た
事
に
就
て
は
、
光
武
本
紀
（
裳
宏
後
漢
紀
も
岡
様
）
に

　
〔
建
武
五
年
〕
十
二
月
盧
芳
虜
欝
天
子
於
九
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凱

と
云
ふ
蛋
が
あ
る
が
、
是
に
甥
し
て
鑓
大
群
は
後
漢
書
弊
疑
墾
に
於
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
案
芳
傳
、
子
建
武
元
年
旬
奴
已
立
芳
爲
帝
尖

と
記
し
て
み
る
、
又
資
治
蓮
鑑
も
彼
の
旬
奴
入
國
、
帝
位
に
響
け
る
是
等
の
事
件
を
総
て
建
武
元
年
の
條
に
記
載
し
て
ゐ

謁
從
っ
て
本
紀
の
吝
既
に
季
毒
し
て
居
た
盧
蒙
砦
時
時
原
に
饗
し
輩
を
記
し
て
居
る
重
る
誓
で

あ
ら
う
。
（
但
盧
芳
と
後
漢
と
が
緊
切
の
交
渉
を
有
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
此
の
建
武
五
年
十
二
月
天
子
と
自
書
し
た
盧

芳
が
九
品
に
恐
し
て
か
ら
の
事
で
あ
り
、
三
っ
て
彼
が
此
の
時
始
め
て
天
子
と
蓋
し
た
か
或
は
建
武
元
年
既
に
帝
を
総

し
た
か
は
殆
ど
論
ず
る
必
要
も
無
い
課
で
あ
る
。
）

　
疏
説
、
盧
芳
傳
に
蘇
る
に
、
建
武
四
年
呼
無
難
戸
道
皐
輩
干
は
無
楼
野
饗
王
を
、
當
時
支
那
北
邊
に
起
遷
し
て
將
軍



と
鋭
し
て
居
た
群
雄
郎
ち
五
原
人
飴
興
、
階
翌
、
朔
方
入
田
颯
、
代
郡
人
石
鮪
、
関
等
等
の
許
に
遣
し
て
協
和
を
求
め
且

つ
盧
芳
を
漢
地
に
還
し
て
帝
と
せ
ん
と
欲
す
る
旨
を
告
げ
し
め
た
。
此
等
の
群
雄
は
之
に
同
意
し
、
翌
五
年
に
は
李
興
、

閾
堪
は
兵
を
拳
み
て
畢
の
庭
に
至
り
芳
を
迎
へ
て
倶
に
五
位
塞
（
二
五
原
郡
之
細
柳
塞
、
穂
五
原
塞
今
綾
蓮
三
原
和
地
）
を
越
え
、
入
っ
て
九
原
縣
（
蹴

灘
蘇
辮
今
）
に
都
す
る
こ
ミ
な
っ
た
。

　
彼
は
五
号
、
七
里
、
定
裏
、
馬
方
、
雁
門
の
五
郡
を
掠
有
し
、
各
々
守
倉
を
置
い
て
統
治
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今

の
綬
遠
郷
重
心
斯
、
肉
西
雁
門
蓮
の
地
方
一
帯
を
領
有
し
た
課
で
あ
る
が
、
然
し
是
等
の
地
方
は
上
掲
の
李
興
、
関
堪
等

の
群
雄
の
罰
製
し
て
居
っ
た
地
方
で
あ
っ
て
、
其
の
必
要
も
恐
ら
く
其
等
蕾
特
男
連
が
任
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

患
は
れ
魎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
時
に
光
武
帝
は
公
孫
述
、
随
全
等
と
激
し
く
攻
孚
を
綾
け
て
居
っ
た
際
と
て
遽
に
之
に
征
討
軍
を
向
け
る
事
も
出
來

す
、
爲
に
盧
芳
は
士
風
旬
奴
兵
と
共
に
後
漢
の
簗
瀬
を
歴
廻
し
、
翌
建
武
六
年
に
は
後
漢
の
代
郡
太
守
劉
興
は
盧
芳
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

將
賀
覧
、
飼
奴
兵
の
爲
に
敗
死
す
る
に
至
っ
た
。

　
此
の
時
に
賜
り
聖
書
の
饗
す
る
腱
は
、
前
に
掲
げ
し
五
原
、
釜
中
、
躍
然
、
二
方
、
雁
門
の
五
聖
並
び
に
彼
の
最
初
の
三

兵
の
地
に
し
て
旬
奴
滞
留
中
は
糧
嚢
を
中
郎
將
と
し
飼
奴
兵
を
附
し
て
守
ら
し
め
て
響
い
た
安
定
の
外
、
爾
上
郡
及
北

地
の
一
部
に
及
ん
だ
と
思
は
れ
る
。

、
之
は
後
漢
書
全
史
傳
に
、
此
の
年
後
漢
の
征
西
大
将
軍
鵜
異
、
征
虜
繋
累
祭
湛
が
随
鷺
…
の
將
軍
王
元
、
行
巡
の
軍
を

　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
蟄
南
旬
奴
策
に
干
て
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
錦
十
七
巷
　
第
四
號
　
　
六
〇
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後
漢
嘉
ル
論
武
帝
の
…
灘
南
狗
り
奴
策
に
麓
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轄
耀
十
・
七
舞
｝
　
第
閃
…
號
　
　
　
山
勢
〇
二

大
破
し
、
爲
に
臆
地
の
諸
豪
長
歌
定
等
悉
ぐ
醜
鷺
に
堰
い
て
後
漢
に
降
れ
る
事
が
記
さ
れ
た
後
に
響
け
て

　
窮
理
、
使
異
進
軍
義
渠
、
井
領
北
地
太
守
舞
殿
糠
糠
蟷
、
青
山
胡
索
萬
蝕
入
降
異
、
異
排
撃
慮
芳
將
質
覧
旬
奴
責
馬
H

　
途
王
、
破
之
、
上
郡
安
定
智
降
、
異
復
領
安
定
太
守
事

と
記
さ
れ
■
て
居
る
事
よ
り
推
知
さ
れ
る
。
資
治
遮
鑑
に
も
之
を
簡
…
軍
に

　
〔
建
武
山
ハ
年
十
二
n
月
〕
魏
噴
異
ハ
…
進
雷
†
義
…
渠
、
椴
弔
破
溺
厭
悪
将
概
黛
管
洲
、
偏
り
奴
覗
搬
融
糀
田
…
逐
王
、
　
北
地
上
郡
｛
女
｛
門
下
㎜
降

と
記
載
し
て
あ
る
。

　
此
の
鵜
異
傳
の
記
事
に
依
っ
て
も
知
ら
れ
る
如
く
、
後
漢
は
盧
芳
が
九
原
に
入
っ
て
よ
り
満
一
年
を
経
た
建
武
六
年

＋
思
至
め
て
・
蟹
の
軍
姦
つ
た
勢
暴
じ
て
其
征
討
に
着
手
し
た
の
で
あ
・
が
・
他
蕩
奴
に
甥
し
て
其
の
∴

好
を
修
め
ん
と
試
み
始
め
た
の
も
亦
此
の
年
の
事
で
あ
る
。

　
帥
ち
後
漢
書
爾
旬
奴
傳
に
は
、

　
光
武
初
中
豊
諸
夏
、
未
蓬
外
事
、
至
六
年
、
始
命
鶴
徳
侯
劉
腰
使
飼
奴
、
旬
奴
亦
遣
使
指
事
、
漢
復
倉
中
郎
將
韓
統

　
報
命
、
賂
遺
金
畠
、
早
撃
奮
好
、
両
輩
チ
驕
既
、
肖
軽
愚
頓
、
甥
使
者
僻
…
語
惇
慢
、
帝
待
之
如
初
、
初
雛
常
遮
而
匂

奴
数
與
盧
芳
典
侵
北
邊

と
あ
る
。
思
ふ
に
建
武
六
年
は
公
孫
述
　
随
…
嘉
を
除
け
ば
天
下
路
全
く
後
漢
に
蹄
し
、
光
武
帝
亦
此
の
二
子
を
暫
く
度

外
に
廉
い
て
諸
將
を
休
め
ん
と
総
し
て
、
屡
よ
農
酒
、
牌
軍
器
に
賞
賜
し
た
年
で
あ
る
事
は
東
親
漢
記
、
定
石
後
漢
紀



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
も
見
ゆ
る
慮
で
あ
る
か
ら
、
光
武
帝
は
蕪
に
始
め
て
外
事
を
顧
み
、
飼
奴
と
の
修
好
を
計
つ
だ
の
も
脅
然
の
行
き
方

で
あ
る
。

　
其
の
目
的
が
飼
奴
の
北
邊
侵
冠
を
止
め
、
盧
癖
馬
へ
の
後
援
を
遇
め
し
め
る
に
在
っ
た
事
は
勿
論
で
あ
ら
う
。

　
然
る
に
臭
仁
傑
撰
、
爾
漢
刊
誤
補
遺
、
恕
十
、
七
重
奴
の
章
に
は
南
旬
奴
傳
、
光
武
初
嵐
諸
夏
、
未
蓬
外
事
、
至
六

　
年
、
懸
命
至
徳
侯
驚
喜
使
飼
奴
。
仁
傑
按
、
前
書
颯
與
陳
贈
呈
使
、
在
更
始
二
年
多
、
是
歳
光
武
方
爲
蒲
王
、
傳
文

　
誤
∵
也
O
｛
紀
童
日
建
武
六
年
、
飼
一
躍
廟
逼
使
來
献
、
使
・
甲
郎
特
報
・
命
。
棲
…
雪
口
、
輩
工
」
鷹
…
鋸
、
醤
使
者
翻
り
…
慢
、
鵡
早
旧
い
太
子
引
糠
遷

　
颯
相
堂
距
事
、
按
此
年
使
者
、
自
是
韓
統
、
不
常
引
遜
颯
事
爲
謹
、
注
文
書
誤
。

と
あ
る
。
邸
ち
前
漢
書
飼
奴
傳
下
に
見
え
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
。
。
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
更
始
二
年
冬
漢
遣
中
郎
將
蹄
徳
侯
颯
、
大
司
馬
図
様
隙
遵
使
旬
奴
。

と
、
後
漢
書
光
武
本
紀
の

　
〔
建
武
六
年
〕
飼
奴
來
献
、
使
中
郎
將
報
命

と
云
ふ
二
つ
の
記
事
舵
糠
っ
て
、
後
漢
書
哀
楽
奴
傳
の
建
武
六
年
、
光
武
の
劉
颯
涙
遣
ば
更
始
の
使
者
派
遣
の
事
を
誤

っ
た
事
實
無
根
の
事
で
あ
っ
て
、
建
武
六
年
の
漢
旬
交
渉
は
光
武
本
紀
の
交
の
如
く
旬
奴
の
玉
壷
に
謝
し
中
郎
將
（
即

ち
三
三
）
を
派
遣
し
た
も
の
と
す
る
諜
で
あ
る
。

　
乍
然
、
此
の
槻
方
は
鯨
う
に
交
献
に
拘
は
れ
た
誤
謬
で
は
あ
る
ま
い
か
。
何
故
な
れ
ば
、
先
づ
第
一
に
輩
・
に
使
者
の

　
　
　
　
後
灘
光
武
帝
の
蟄
南
鞠
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
四
號
　
　
六
〇
三



　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
鯉
川
南
海
一
奴
磐
栖
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
舞
】
　
第
閃
門
號
　
　
　
山
ハ
〇
四

氏
名
官
職
が
類
似
叉
は
同
一
で
あ
る
か
ら
と
て
薩
ち
に
南
飼
奴
傳
の
記
事
を
誤
謬
と
蛍
口
へ
る
で
あ
ら
う
か
。
マ
〈
本
紀
に

劉
颯
派
遣
の
事
が
な
い
か
ら
と
て
三
旬
暴
風
に
記
す
六
年
の
劉
颯
派
遣
を
辮
實
で
な
い
と
断
言
し
得
る
も
の
で
あ
ら
う

か
。

　
元
來
當
時
の
大
勢
よ
り
察
す
る
に
、
光
武
帝
よ
り
飼
奴
に
和
親
を
求
め
る
事
は
最
も
蓋
然
的
に
し
て
、
旬
奴
よ
り
自

登
的
に
後
漢
に
遣
使
來
貢
す
る
如
き
事
は
最
も
有
り
得
可
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。

　
勿
論
古
棄
塞
外
無
難
族
が
眞
實
支
那
帝
國
に
服
属
電
諭
す
る
の
意
志
な
く
、
却
っ
て
其
の
邊
地
に
掠
抄
を
檀
に
し
乍

ら
、
欝
欝
の
賜
與
交
易
の
利
を
貧
っ
て
遣
使
來
貢
し
た
事
は
紗
か
ら
す
あ
る
。
漢
、
新
の
勧
奴
、
唐
代
の
回
脇
町
其
の

例
に
漏
れ
ぬ
・
然
し
之
最
っ
て
馨
斐
露
量
嘉
親
乃
至
鷹
の
關
係
に
・
ぞ
と
ゑ
呈
の
み
に
於
て
は
、
偶

立
ち
到
っ
た
事
も
亦
言
ふ
迄
も
無
い
。

　
從
っ
て
．
劉
交
伯
な
る
盧
芳
を
後
援
し
、
漢
室
復
興
を
標
榜
し
、
以
て
中
國
に
於
け
る
飼
奴
の
優
越
櫻
を
確
立
せ
ん

と
す
る
如
き
大
野
心
を
以
て
事
を
超
し
た
飼
黒
黒
干
が
今
遽
か
に
其
の
盧
芳
を
措
い
て
、
光
武
の
中
等
に
於
け
る
主
樫

を
承
認
し
或
は
叉
無
業
名
目
上
で
は
あ
っ
て
も
和
親
乃
歪
繋
属
關
係
を
件
ふ
説
き
遣
手
貢
献
の
如
き
翠
に
出
つ
る
と
は

調
底
考
へ
ら
れ
な
い
。
況
や
中
國
に
は
公
孫
述
、
随
器
の
勢
侮
る
可
か
ら
す
し
て
光
武
の
成
敗
は
末
だ
逆
賭
し
難
く
、

禰
も
盧
芳
三
九
原
に
撫
し
て
一
年
を
経
す
し
て
蒲
郡
を
掠
有
し
後
漢
の
北
邊
を
纒
塾
し
て
軒
廊
盛
で
あ
っ
た
當
時
に
干

て
や
あ
る
。



　
故
に
更
始
が
長
安
に
入
ク
て
直
ち
に
使
を
涙
し
て
鯨
奴
に
和
親
を
求
め
た
と
同
様
に
、
光
武
も
葉
風
内
稽
よ
暇
を
生

す
る
に
至
る
及
び
、
直
ち
に
累
算
の
患
を
緩
和
せ
ん
と
て
遣
蚕
飼
奴
に
和
親
を
求
め
た
事
は
最
も
考
へ
得
早
く
、
撃
っ

て
南
旬
奴
傳
に
記
さ
れ
だ
、
六
年
光
武
が
始
め
て
劉
颯
を
飼
奴
に
遣
し
和
親
を
求
め
た
事
は
極
め
て
蓋
然
的
の
事
實
で

あ
っ
て
、
軍
に
使
者
の
氏
名
の
如
何
、
本
紀
に
記
載
せ
ら
れ
ざ
る
事
等
を
以
て
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
は
淡
し
て
無
い
○

　
資
治
通
鑑
が
建
武
六
年
の
條
に
、

　
飼
奴
與
慮
芳
爲
憲
不
息
、
帝
今
蹄
徳
侯
颯
使
飼
奴
以
修
誓
好
、
軍
子
蠣
鋸
、
錐
遣
使
報
命
、
而
憲
暴
如
故
Q

と
あ
る
も
亦
南
飼
奴
傳
の
言
ふ
庭
を
肯
定
し
、
且
つ
當
時
の
聯
繋
を
簡
明
正
確
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
○
軍
に
南
飼

経
の
委
の
み
で
な
丸
同
緩
論
の
蕎
に
は
　
　
　
　
．
…
。
．
一
醐

　
績
以
更
始
細
事
、
中
夏
幅
裂
、
禽
是
旬
奴
得
志
、
狼
心
復
生
、
乗
間
侵
侠
、
害
流
傍
境
。
及
中
興
之
初
、
更
巻
落
好
、

　
む
　
　
サ
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
報
命
連
薦
、
金
聾
載
道
、
而
軍
干
驕
懸
軍
横
、
内
帯
滋
深
、
世
瓢
以
用
事
諸
華
、
露
里
沙
塞
之
外
、
怨
塊
猛
撃
、
徒

　
報
謝
而
已
云
々

と
あ
・
、
是
叉
、
當
持
光
武
帝
が
旬
奴
と
の
修
好
を
倒
懸
し
喪
章
を
派
し
金
畠
を
賂
遣
し
た
に
不
殉
遼
大
の
野
心

を
抱
く
旬
三
軍
子
の
肯
諾
す
る
虚
と
成
ら
な
か
っ
た
事
を
指
示
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
◎

第
遡
節
餐
照

　
①
漢
書
留
奴
傳
下
、
後
溝
書
南
旬
奴
傳
。

　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
野
確
認
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
四
號
　
　
六
〇
五



＠＠＠＠　（D＠＠⑨

三
野
光
武
帝
の
野
満
麹
奴
策
に
就
て

餓
謝
ゐ
1
七
鞭
恥
　
第
閃
囲
聴
脚
　
　
山
州
○
晶
ハ

漢
害
王
葬
・
飼
奴
・
西
城
諸
傳
、
後
鑓
欝
鳥
桓
簿
其
値
り

以
上
三
輩
子
の
事
に
翻
し
て
匡
大
燈
漢
書
飼
奴
徳
下
に
徽
ろ
。

第
三
節
．
及
同
志
註
①
②
③
塗
照
。
総
ほ
後
溝
書
絵
芳
傳
に
擦
ろ
に
芳
恩
｝
時
光
武
帝
に
降
り
謝
罪
の
上
襲
な
な
す
、
其
上
疏
に
「
匝
芳
過
託
先
帝
遽

騰
、
馨
灘
、
麩
遭
轟
羅
、
以
季
孫
之
憂
、
所
宜
諜
、
誇
蓮
嚢
、
羨
鍍
、
撫
煮
凝
、
擢
建
議
（
唱
、
、
各
）
喜
跳
彼

自
ら
の
劉
氏
な
る
事
な
陰
に
主
張
．
し
且
つ
叢
雲
が
彼
た
助
け
し
に
漢
の
恩
な
思
ひ
て
な
ろ
事
を
蓮
べ
て
屠
る
。
重
れ
重
罪
た
飾
る
既
の
丈
が
薩
ち
に

信
ぜ
ら
る
可
き
性
質
の
も
の
で
な
い
こ
と
言
為
費
す
迄
も
な
か
ら
う
。

南
旬
奴
傳
。

尤
－
鶉
籏
麗
、
張
懸
諾
癬
葎
・
・
童
芳
轟
翠
轟
〕
入
鍍
、
鑑
年
、
學
以
・
國
黍
、
雛
嚢
〔
響
塞
の

字
義
の
継
解
す
れ
ば
、
西
女
王
た
硲
ぜ
る
ば
更
始
の
敗
藏
後
な
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
徽
年
後
（
即
ち
建
武
元
年
よ
り
以
後
）
義
子
始
め
て
芳
な
帝
に
輔
立

ぜ
ん
と
思
立
ち
し
事
と
な
ろ
。
然
れ
ど
も
是
等
漢
記
の
記
事
が
他
に
刑
の
弱
虫
的
に
支
持
さ
ろ
可
き
文
獣
・
理
由
有
る
外
は
後
漢
書
の
記
事
な
左
右
姶
．

し
得
る
あ
で
な
暴
に
鶴
に
も
蓮
べ
庭
で
あ
ろ
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

例
へ
ば
五
原
太
守
李
興
、
甥
方
太
守
田
颯
Q
（
讃
芳
博
、
光
武
本
紀
建
武
七
年
）

盧
芳
徳
、
光
武
本
紀
。
侮
東
観
叢
記
に
に
「
代
郡
太
守
劉
興
、
將
撒
百
騎
、
攻
頁
魔
、
上
歌
微
酔
、
帝
知
其
必
敗
、
報
重
日
、
欲
復
進
兵
恐
失
其
頭

首
也
、
詔
書
至
、
興
已
爲
箆
所
殺
、
長
吏
得
緻
、
以
爲
國
家
前
知
千
里
也
」
と
詳
記
さ
れ
て
み
る
。

｛
果
一
騎
…
濃
認
、
哺
建
武
論
ハ
年
二
月
、
與
繊
…
下
胸
城
、
天
下
悉
｛
疋
、
惟
噛
糊
…
公
孫
蓮
二
重
未
定
、
帝
日
販
∵
此
二
”
†
m
直
渡
外
「
、
乃
休
漁
將
…
、
罷
酒
【
賞
鴨
酬
之
O
出
墨
宏

後
漢
紀
巷
五
に
記
す
る
庭
亦
略
同
じ
Q

五

光
武
帝
の
和
親
の
求
め
に
慮
じ
な
か
つ
π
香
都
羅
ロ
ノ
溢
皐
若
苗
輿
輩
干
は
其
後
盆
ζ
虜
芳
を
援
け
て
後
漢
の
北
野
を

侵
題
し
た
の
で
、
帝
も
途
に
建
武
九
年
六
月
．
大
軍
を
以
て
之
を
征
討
す
る
事
と
な
っ
た
。
後
漢
書
本
紀
、
南
上
灘
傳
、



王
覇
傳
並
に
裳
宏
後
漢
紀
等
に
糠
れ
ば
、
此
の
時
大
司
馬
呉
漢
は
討
虜
將
軍
王
覇
、
横
野
大
豊
軍
資
常
、
建
義
大
將
軍

職
藤
及
び
破
姦
將
軍
侯
…
進
の
四
將
軍
、
軍
兵
五
萬
徐
人
を
將
み
て
高
柳
（
代
郡
）
に
虜
芳
の
將
賀
覧
、
関
堪
を
撃
つ
た
が
、

旬
奴
が
騎
を
遣
は
し
て
叡
覧
等
を
助
け
、
且
つ
漢
軍
が
雨
に
遇
っ
た
が
爲
め
に
、
途
に
利
あ
ら
す
し
て
退
き
呉
漢
は
洛

陽
に
還
り
、
来
訪
は
常
田
に
、
王
常
は
源
郡
に
、
侯
進
は
常
陽
に
夫
々
屯
し
、
王
覇
も
上
谷
太
守
と
し
て
皆
飼
奴
に
備

へ
る
・
．
」
と
、
な
っ
て
、
此
の
第
二
回
の
征
討
は
不
成
功
に
絡
つ
た
。

、
一
方
別
に
願
騎
大
將
軍
書
茂
が
雁
門
太
守
郭
涼
と
共
に
同
年
秋
入
管
に
盧
芳
の
將
ヂ
由
を
繁
時
（
真
雁
門
郡
）
に
撃
つ
π
の

も
亦
質
感
が
旬
奴
騎
黒
糖
を
奉
る
て
ヂ
由
を
救
へ
る
に
遭
っ
て
敗
軍
し
、
杜
茂
は
漸
く
縷
煩
城
（
在
今
雁
門
瀾
北
）
に
嫁
入
す
る
事

を
得
た
。
之
は
後
漢
書
本
紀
並
に
杜
茂
傳
に
詳
記
さ
れ
て
み
る
腱
で
あ
る
。

　
翌
十
年
春
正
月
大
司
馬
．
呉
漢
は
再
び
買
覧
を
撃
っ
た
○
光
武
本
紀
に
は

「
十
年
春
正
月
呉
漢
峯
捕
虜
磁
壁
王
覇
等
五
將
箪
、
繋
質
覧
於
高
柳
、
・
飼
差
遣
騎
主
構
、
諸
將
輿
戦
書
之

と
あ
る
Q
然
し
王
覇
傳
を
墾
照
す
る
に
英
漢
の
率
み
た
の
は
五
將
軍
で
な
く
四
受
洗
六
萬
の
兵
で
あ
っ
た
と
思
は
れ

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
。
輿
脇
は
銭
無
昭
後
漢
書
…
辮
、
疑
怒
M
に
も
既
に
説
か
れ
て
み
る
。
な
ほ
同
書
及
沈
欝
誓
書
漢
書
疏
謹
巻
一
は
更
に
此

の
本
紀
の
文
に
捕
虜
難
事
王
覇
と
あ
る
の
を
訂
し
て
上
盤
將
軍
と
な
し
て
み
る
が
、
之
も
亦
王
覇
、
馬
武
爾
傳
其
他
を

照
合
す
る
に
當
っ
て
み
る
Q

　
更
に
王
覇
傳
に
蝶
る
と
、
此
の
時
漢
軍
の
先
鋒
と
な
っ
た
の
は
王
覇
と
漁
陽
太
守
胆
管
で
遊
覧
を
助
け
た
旬
奴
軍
は

　
　
　
　
三
菱
幕
の
叢
墨
壷
塾
　
　
　
　
　
　
　
　
箏
霧
鐘
號
六
〇
七

（　sor　）



　
　
　
　
径
脚
轄
い
光
武
帝
の
脚
韻
旧
飼
奴
策
に
就
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　

第
㎎
阿
號
　
　
　
山
ハ
○
八

端
奴
左
南
風
軍
の
峯
ゐ
姦
千
騎
で
あ
っ
た
が
、
漢
、
謹
製
の
軍
連
戦
し
て
李
城
（
故
銃
在
今
由
爾
大
同
民
意
）
下
に
之
を
破
っ
て
邊
撃
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

塞
を
越
え
斬
首
数
百
級
を
得
て
諸
將
皆
雁
門
に
思
漫
つ
た
如
く
で
あ
る
Q

　
此
の
如
く
光
武
帝
は
建
武
九
年
十
年
の
二
年
に
亙
り
爾
三
度
の
征
討
を
試
み
た
が
、
其
後
は
全
く
防
禦
溝
極
的
の
態

度
を
と
っ
て
、
次
第
に
北
方
の
諸
郡
を
放
棄
し
て
三
つ
泥
。

．
、
朱
字
傳
並
に
王
常
傳
を
按
ず
る
に
建
武
九
年
よ
り
建
義
大
將
軍
朱
紡
ぽ
南
行
唐
（
薩
陸
行
唐
懸
果
）
に
、
横
野
大
饗
軍
王
常
は
故

箕
愚
に
各
薩
屯
し
て
盧
芳
、
旬
奴
の
防
禦
に
當
・
こ
と
癒
つ
た
が
、
更
に
本
紀
、
杜
茂
、
王
覇
、
馬
成
，
馬
武
諸
傳

を
照
合
し
考
へ
る
に
十
二
年
に
は
墨
銀
大
將
母
堂
茂
は
大
に
塁
塞
を
修
め
、
光
武
帝
は
確
者
段
忠
に
衆
郡
の
弛
刑
の
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
將
み
て
之
を
助
け
し
め
、
璽
十
三
年
に
は
討
虜
將
軍
王
覇
も
同
機
弛
刑
の
徒
六
千
除
入
を
峯
み
て
杜
茂
を
助
け
た
。

か
く
て
杜
茂
等
は
代
郡
よ
り
李
城
に
至
る
三
百
里
に
亙
る
大
里
塞
を
築
き
蜂
火
を
修
め
て
飼
奴
盧
芳
の
侵
入
に
備
へ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
共
に
、
　
】
方
捕
虜
將
軍
馬
・
武
は
滋
滝
河
に
浩
ふ
て
防
備
を
固
め
た
。

　
璽
十
四
年
揚
武
將
軍
馬
成
は
朱
瀦
、
杜
茂
等
に
代
っ
て
障
塞
を
繕
治
し
、
西
河
沼
橋
、
河
上
安
邑
、
太
原
井
脛
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

山
郷
の
問
に
夫
々
塗
璽
を
築
い
て
防
禦
に
當
る
二
と
、
な
っ
た
。

　
部
ち
是
に
依
っ
て
も
知
ら
る
、
如
く
、
此
の
後
漢
の
饗
旬
奴
防
禦
戦
線
は
現
在
の
映
西
、
山
西
、
盧
隷
三
省
の
大
腱

中
央
を
結
び
貫
く
線
で
あ
り
、
從
っ
て
常
時
の
上
谷
、
代
郡
、
営
門
、
定
裏
、
雲
中
、
直
筆
、
朔
方
等
の
諸
事
は
趣
に

後
漢
の
防
備
線
外
に
取
残
さ
れ
て
終
っ
た
謬
で
あ
る
。

〈　，g（｝　〉



　
既
に
こ
れ
よ
う
以
前
、
建
武
九
年
春
正
月
に
は
雁
門
の
吏
人
を
太
原
に
徒
し
、
十
年
に
は
定
聖
母
を
省
い
て
民
を
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

河
に
難
し
た
事
は
共
に
光
武
本
紀
に
記
さ
れ
て
居
る
塵
で
、
後
漢
は
早
く
も
留
筆
此
の
平
門
定
裏
の
二
軍
を
維
持
し
得

す
し
て
放
棄
し
、
飼
奴
等
の
跳
梁
に
委
し
た
如
く
で
あ
る
。

　
尤
も
他
方
盧
芳
の
至
難
も
其
頃
に
到
り
大
に
憂
化
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
盧
芳
傳
は
、
建
武
六
年
芳
の
將
聾
児
覧
が

後
漢
の
代
郡
太
守
劉
興
を
撃
殺
せ
る
事
件
に
績
け
て

　
芳
後
脚
事
謙
其
五
原
太
守
李
興
兄
弟
、
而
朔
方
太
守
田
鱗
雲
中
太
守
橋
雇
恐
催
叛
芳
、
墨
郡
降
、
光
武
侮
領
蝉
茸
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
記
さ
れ
て
居
る
。
之
は
光
武
本
紀
を
墾
照
す
る
に
建
武
七
年
の
事
件
で
あ
る
か
ら
、
七
年
以
後
は
濫
費
西
中
爾
郡
は

復
だ
再
び
後
漢
の
有
と
な
っ
た
と
見
る
亡
き
で
あ
る
。
更
に
同
傅
に
糠
る
と
十
二
年
盧
芳
は
雲
中
を
回
復
せ
ん
と
て
質

覧
と
共
に
之
を
攻
め
た
が
下
し
得
す
、
却
っ
て
野
原
に
留
守
し
た
墨
型
随
豊
が
芳
を
脅
し
て
降
ら
ん
と
企
て
た
が
爲
、

慮
芳
は
逡
に
股
肱
の
背
叛
に
望
を
失
ひ
十
籐
騎
と
共
に
飼
奴
に
亡
耀
し
、
野
中
は
後
漢
に
降
っ
て
五
膳
太
守
に
笄
さ
れ

た
の
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
五
原
郡
も
亦
叢
に
後
漢
の
有
に
復
し
た
課
で
あ
る
Q

　
所
謂
朋
雲
外
附
、
墨
斑
内
離
し
て
騒
然
旬
暑
中
に
戻
っ
て
湿
た
盧
芳
は
既
に
層
雲
而
戸
萢
皐
軍
記
に
は
不
必
要
の
人

間
で
あ
っ
た
。
今
や
光
武
の
漢
朝
再
興
は
確
實
に
成
功
し
た
。
旨
繕
劉
氏
た
る
盧
芳
の
漢
朝
復
興
は
斯
う
な
れ
ば
世
人

の
物
笑
ひ
に
過
ぎ
無
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
盧
芳
は
最
早
髭
奴
の
堂
堂
た
る
資
格
が
無
い
。

　
叢
に
於
て
旬
奴
輩
子
は
後
漢
が
盧
芳
を
厚
賞
を
以
て
購
求
す
る
と
聞
い
て
遽
に
之
を
責
ら
ん
と
す
る
に
至
つ
．
た
。
然

　
　
　
　
後
…
鍵
光
武
帝
の
…
封
南
…
鞠
奴
策
に
就
て
　
　
　
　
声
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
〃
十
・
・
七
巷
　
　
餓
濯
悶
阿
號
　
　
　
山
ハ
〇
九

（87）



　
　
　
　
後
漢
光
武
帝
の
欝
瀬
…
編
卿
奴
策
に
驚
脚
て
　
　
　
　
淳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
〃
十
七
報
｝
　
第
韻
桝
號
　
　
　
山
ハ
…
○

し
早
く
も
其
陰
謀
を
写
本
し
た
盧
芳
は
、
直
ち
に
膚
ら
後
漢
に
降
り
代
王
に
封
せ
ら
れ
、
軍
干
は
報
償
を
得
す
千
百
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

堪
へ
す
愈
よ
後
漢
の
単
費
を
侵
苦
し
た
。
芳
μ
然
し
絡
に
後
漢
を
信
頼
し
得
す
建
武
十
八
年
再
び
飼
奴
に
白
辛
し
た

が
、
其
顛
末
は
叢
に
は
省
略
し
よ
う
。
唯
彼
は
再
び
華
々
し
い
活
躍
を
犯
す
こ
と
も
無
く
其
生
涯
を
撃
墜
中
に
絡
へ
た

事
を
盧
芳
傳
は
物
語
っ
て
み
る
。

　
愚
説
、
後
漢
は
此
の
如
く
し
て
定
裏
雁
門
を
失
っ
た
代
り
に
野
原
雲
南
朔
方
等
の
諸
郡
を
回
復
し
て
居
た
。
然
る
に

前
述
の
杜
茂
馬
成
等
の
修
築
し
た
防
備
線
は
此
等
の
諸
郡
を
飼
奴
の
前
に
投
げ
出
し
て
蓬
か
後
方
に
在
っ
た
事
は
既
述

の
蓮
り
で
あ
る
Q

上
し
蛋
際
に
於
て
も
走
＋
年
の
需
定
塞
一
郡
の
整
に
績
い
て
蓑
早
五
年
春
二
尺
筆
下
・
上
鵡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

諸
郡
の
吏
民
六
萬
飴
口
を
溌
墨
墨
黒
庸
關
以
東
に
移
し
、
引
き
混
き
二
十
年
に
は
五
原
郡
を
も
省
い
て
其
の
吏
民
を
河

東
（
秦
漢
置
郡
、
黄
河
流
縫
由
西
西
境
）
に
馴
し
た
事
は
後
塁
壁
武
本
紀
、
南
飼
奴
傳
、
呉
基
盤
其
他
に
も
明
記
さ
れ
て
居
る
慮
で
あ
る
。

例
ば
績
漢
書
天
丈
志
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
〔
建
武
十
二
年
〕
劒
導
入
河
東
、
中
國
未
安
、
米
穀
荒
貴
、
民
質
流
散
、
後
三
年
（
盤
轍
＋
）
呉
漢
馬
轡
型
徒
弟
門
代
郡
上
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
o
o
o
o

　
關
西
吏
民
六
萬
除
口
．
概
常
瀾
居
庸
關
以
東
、
以
避
山
冠

と
あ
り
、
蓑
宏
後
漢
紀
憲
七
に
も
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　

　
十
五
年
春
二
月
大
司
馬
呉
乱
塾
馬
武
等
、
徒
雁
門
代
郡
上
谷
民
、
遽
中
出
、
以
避
冠



と
あ
る
。
五
原
郡
の
省
拝
は
後
漢
書
本
紀
に

　
〔
建
武
こ
十
年
〕
是
歳
省
五
原
郡
、
徒
其
吏
人
馬
置
河
東

と
記
さ
れ
て
居
る
。

　
斯
の
如
き
邊
郡
の
放
棄
は
果
し
て
如
何
な
る
理
由
で
あ
っ
た
か
。
胡
冠
を
避
け
る
爲
と
云
っ
て
絡
ふ
に
は
到
り
に
重

大
な
事
件
で
あ
る
。
、
之
は
光
武
の
南
旬
羨
望
徒
の
原
因
と
同
時
に
出
認
る
限
り
詳
細
に
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
一
方
記
録
に
残
っ
て
居
る
潜
時
の
旬
奴
侵
入
と
し
て
は
、
十
三
年
五
月
に
於
け
る
河
東
の
、
二
十
年
の
上
蕪
、
声
風
、

　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

天
水
へ
の
侵
冠
及
び
右
記
孕
へ
の
侵
入
、
二
十
「
年
十
月
越
於
け
る
上
谷
、
申
山
の
憲
掠
が
あ
る
。
而
も
南
旬
奴
傳
は

二
十
州
年
の
上
谷
、
中
両
の
侵
竃
に
驚
け
て
「
北
邊
無
線
寧
歳
」
と
て
、
其
の
侵
冠
の
激
甚
に
し
て
、
殆
ど
聞
落
な
か
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
3

し
状
態
を
傳
へ
て
居
る
。
且
同
点
に
懸
れ
ば
其
璽
飼
奴
左
部
は
既
に
塞
内
に
移
住
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
（
未
完
）
　
　
　
ω

第
玄
齢
盤
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

　
①＠＠＠＠

王
、
覇
傳
、
明
年
．
覇
復
興
呉
漢
等
四
跨
軍
六
萬
人
、
斑
高
唖
聾
熱
愛
、
留
。
覇
與
漁
陽
太
守
陳
訴
將
兵
爲
諸
軍
鋒
、
旬
奴
左
南
将
軍
將
難
壁
千
騎
救
萱
、

覇
等
蓮
戦
與
準
城
下
破
之
、
邉
研
塞
斬
首
数
百
級
、
覇
及
諸
賂
銀
鈴
唐
門
。

後
漢
書
蹉
疑
巷
一
、
案
五
疑
欝
作
四
、
王
、
覇
傳
云
明
年
…
…
（
註
①
露
岩
）
…
…
o

後
漢
書
携
疑
巻
一
、
捕
虜
勝
軍
馬
武
也
、
疵
當
作
討
虜
、
建
武
五
年
拝
．
覇
爲
討
虜
將
軍
。

後
漢
書
疏
謹
巷
一
、
按
捕
虜
驚
焉
武
、
、
禰
憾
爲
討
塵
。

溝
麿
元
緬
九
八
三
、
外
臣
部
翌
翌
三
は
本
紀
の
丈
為
襲
用
し
、
五
跨
軍
、
捕
虜
共
に
其
誤
奄
受
縫
い
で
る
る
Q

註
①
謬
照
。

杜
茂
傳
、
十
二
年
遣
謁
者
段
思
、
將
飛
電
弛
刑
、
配
茂
鐘
、
守
北
懇
、
因
獲
遇
卒
築
亭
三
無
薙
火
、
腰
帯
委
黒
金
吊
総
黎
、
供
給
軍
士
、
井
賜
擾
艮
、

冠
蓋
相
墓
、
茂
亦
建
電
田
、
臆
車
韓
蓮
。

本
紀
、
十
二
・
年
遣
隙
騎
大
將
軍
祉
茂
将
衆
部
施
刑
、
屯
牝
擾
、
築
亭
候
、
修
蜂
燧
。

　
　
後
繊
…
轟
ル
武
甲
の
謝
｛
騎
累
加
航
策
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
卍
十
♪
u
巷
　
　
第
四
〔
號
　
　
　
山
ハ
一
一



後
漢
光
武
帝
の
灘
南
勾
奴
策
に
就
て

雄
魂
十
七
鰹
噺
　
餓
〃
虚
無
　
　
　
隔
離
一
二

⑥
王
覇
傳
、
（
十
三
年
）
諮
、
覇
腔
弛
刑
徒
六
千
醗
人
、
輿
祉
茂
治
飛
狐
道
、
嵯
石
属
土
築
憂
事
障
、
累
代
蓬
畢
妓
三
百
食
貨
Q

⑦
本
紀
、
（
十
三
年
）
二
月
、
遣
捕
露
將
軍
馬
武
、
屯
灘
泥
河
、
以
備
鞠
奴
u

　　

X
傳
、
（
＋
三
年
）
漿
ハ
北
屯
下
婁
關
轄
黙
艶
備
欝
）
霧
奴
。

⑧
馬
成
傳
、
十
四
年
絶
無
肉
中
出
、
以
備
蓄
蓬
、
併
領
建
義
大
特
軍
朱
鵜
瞥
、
叉
銃
標
騎
大
総
軍
龍
骨
、
出
歯
出
血
、
自
西
河
箆
潤
橋
、
河
上
璽
安
邑
、

　
　
太
原
至
非
裡
、
中
山
至
郷
、
糟
築
保
壁
、
趨
蜂
燧
、
十
里
一
侯
。

　
　
懸
府
元
魑
（
四
二
九
）
ぱ
、
之
為
建
武
四
年
と
談
詑
し
て
居
る
Q

⑨
本
紀
、
（
九
年
春
正
月
）
徒
雁
門
輿
人
於
太
原
。

　
　
同
上
、
（
十
年
）
是
歳
省
定
襲
郡
、
徒
其
民
於
西
河
。

　
　
是
等
の
省
井
に
整
然
旬
奴
の
座
迫
に
依
る
淺
郡
放
縦
で
あ
っ
て
、
羅
な
ろ
行
政
運
劃
の
統
一
で
匡
な
い
。
嚢
宏
後
野
帰
巻
入
に
ほ
、
（
建
武
二
十
七

　
　
年
）
是
蒔
南
瀬
野
薪
穂
藩
、
烏
橿
始
入
朝
。
上
命
（
太
尉
趙
）
喜
安
愚
之
策
、
爲
久
長
延
売
Q
喜
乃
譲
、
復
代
郡
朔
方
五
帝
雲
中
定
嚢
鷹
…
門
郡
云
々
と

　
あ
り
、
之
等
の
諸
邪
が
當
時
本
質
的
に
放
棄
さ
れ
て
居
六
事
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
。

⑩
‘
本
紀
、
（
建
武
七
年
）
冬
雄
芳
所
羅
朔
方
太
嘗
田
朔
嚢
中
太
守
喬
厘
、
各
畢
法
楽
。

⑳
嘘
芳
傳
甕
照
Q

⑫
常
山
騨
姦
颪
隷
深
源
磁
北
、
跨
蔚
縣
界
、
居
庸
關
在
京
兆
畠
學
縣
西
北
、
北
恵
延
慶
縣
五
十
毘
、
港
門
南
北
相
距
鴎
十
里
。
（
中
鷺
古
今
地
名
大
僻
典
）

⑬
後
漢
書
群
疑
巷
一
、
案
常
關
當
從
南
旬
奴
傳
、
作
常
山
關
、
奥
雄
健
作
善
關
、
加
撚
。

⑭
本
鞄
、
（
十
三
年
）
五
月
飼
奴
憲
河
東
。
南
飼
奴
傳
、
十
零
年
遽
冠
河
東
、
州
駆
不
能
禁
。

⑮
本
紀
、
（
二
十
年
五
月
）
飼
奴
冠
上
黙
天
水
、
遽
至
扶
風
。
」
十
二
月
飼
奴
憲
天
水
Q

　
　
南
飼
奴
傳
、
二
十
年
遽
董
上
鐡
扶
風
天
水
。

⑯
　
嚢
宏
後
漢
紀
巷
七
、
（
二
十
年
）
會
蝕
奴
入
右
北
畢
。

⑰
本
紀
、
〇
一
十
一
年
）
飼
奴
冠
上
谷
中
由
。

　
　
南
絢
奴
傳
、
二
十
一
年
冬
復
憲
上
谷
中
由
、
殺
略
砂
略
甚
衆
Q

　
　
嚢
宏
後
漢
紀
、
（
一
　
十
一
年
）
冬
十
月
旬
墨
入
上
谷
、
中
幽
、
殺
藩
吏
畏
。
（
織
叙
上
侵
冠
の
諸
例
は
、
便
宜
上
櫨
芳
波
落
以
後
の
分
の
み
に
隈
つ
六

　
・
も
の
で
あ
る
。
）

（fo）


